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むつ市議会第２２３回定例会会議録 第５号

平成２７年３月１１日（水曜日）午前１０時開議議事日程 第５号

◎諸般の報告

【一般質問】

第１ 一般質問（市政一般に対する質問）
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◎開議の宣告

午前１０時００分 開議

〇議長（山本留義） ただいまから本日の会議を開

きます。

ただいまの出席議員は24人で定足数に達してお

ります。

議事に入る前に、平成23年３月11日午後２時

46分に発生した東日本大震災からきょうで丸４年

となりますことから、犠牲となられました方々を

むつ市議会として追悼するため、黙祷をささげた

いと思います。

また、傍聴においでの皆様におかれましても、

ご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願い申

し上げます。

皆様、ご起立をお願いいたします。

黙祷。

（黙 祷）

〇議長（山本留義） 黙祷を終わります。

ご着席願います。

◎諸般の報告

〇議長（山本留義） 次に、本日、諸般の報告につ

いては、特に申し上げる事項はありません。

〇議長（山本留義） 本日の会議は議事日程第５号

により議事を進めます。

◎日程第１ 一般質問

〇議長（山本留義） 日程第１ 一般質問を行いま

す。

本日は、中村正志議員、目時睦男議員、白井二

郎議員の一般質問を行います。

◎中村正志議員

〇議長（山本留義） まず、中村正志議員の登壇を

求めます。15番中村正志議員。

（15番 中村正志議員登壇）

〇15番（中村正志） おはようございます。自由民

主党、自民クラブの中村正志です。むつ市議会第

223回定例会に当たり一般質問を行います。市長

並びに理事者の皆様におかれましては、明快かつ

具体的で前向きなご答弁をお願いいたします。

まだ４年なのか、もう４年なのか、日本国民一

人一人の思いはそれぞれでありましょう。しかし

ながら、故郷に戻りたくても戻れない現実があり

ます。立場とか境遇が違っていても、人は人の気

持ちをわかろうとすることはできます。被災者の

気持ちを完璧に理解できなくとも、理解しようと

。 、努力することが大切であると思います 私たちは

被災者の気持ちに寄り添うことを決して忘れては

なりません。震災から４年。緊急支援から中長期

。 、的な施策への転換が必要であります 被災地域は

補助金頼みから自立への道を歩み出さなければな

りません。

今世界的に話題となっているフランスの経済学

者トマ・ピケティ氏が１月末に来日しました。い

、 、ろいろな報道がされる中 私が興味を持ったのが

東京大学本郷キャンパスで行われた講演会であり

ます。その質疑応答の中で、工学部２年生の男子

学生が次のように聞いています 「あなたが教え。

ているパリ経済学校の学生も、僕たち東大生も、

。 、 、親が裕福なんです だから いい学校に行けたし

将来も金持ちになると思う。ピケティ教授は、富

裕層への累進課税を唱えていますが、僕たちはど

う受けとめればいいのでしょうか 、東大生の大」

、 。 、胆な質問に 場内は沸いたそうです 男子学生は

恵まれた環境で何不自由なく育ったおのれを心の
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どこかで恥じる気持ちがあったのかもしれませ

ん。これに対し、ピケティ教授は、彼の心情を酌

み取ったように、次のように答えました 「親は。

選べませんよ。家が貧しくても金持ちでも何ら恥

じることはない。出自に関係なく、いかに将来世

界に貢献できるかということが大切なんです。た

だ、格差によって教育の機会が阻まれてしまうの

はいただけない。それが次なる格差を生むことに

なり、悪循環が繰り返される。民主主義なのです

から、我々一人一人が平等な社会を目指して動き

出せば変わるはずです 。この記事を見たとき、」

元来ミーハーな私ですので、ドラッカーのときと

同じように 「21世紀の資本」が読みたくなり、、

本屋さんに行きましたが、手にとったその本は、

日本語版でありますが、分厚く、専門用語が数多

。 、くちりばめられた大書でありました したがって

購入を断念しました。そして、最近薄くてわかり

やすい要約版の解説本を購入いたしました。それ

によると、財産の成長率は労働によって得られる

賃金の成長率を上回るので、持てる者はより豊か

に 持たざる者はより貧しくなる状況が続く 21世、 、

紀は相続によって格差がさらに肥大していくとの

内容であります。また、日本は典型的な格差社会

であるとも話しています。今我々が真剣に取り組

もうとしている地方創生にも通ずる面があると感

じております。

それでは、質問に入ります。質問の第１は、ま

ち・ひと・しごとむつ市総合戦略（成長戦略）の

策定についてであります。これにつきましては、

多くの議員が質問をしておりますので、前段を省

略して端的に質問をさせていただきます。

１点目、総合戦略策定の意義、目的は何か。

２点目、むつ市（地方自治体）にとっての成長

とは何か。

３点目、むつ市にとっての戦略資産は何か。

４点目、成長のために、むつ市が行う投資とは

何か。

５点目、総合戦略によってむつ市が本当に欲し

いもの、成果は何か。

以上、あわせてお尋ねをいたします。

質問の第２は、公共施設等総合管理計画の策定

についてであります。これについては、むつ市議

会第214回定例会で公共施設白書、公共施設マネ

ジメントという形で質問をさせていただいており

ます。

昨年総務大臣通知により、各地方公共団体に対

し、公共施設等総合管理計画の策定を要請されま

した。これを受けて、ごく一部の自治体を除いて

むつ市を含めた大半の自治体が計画を策定するこ

ととし、そのほとんどが平成28年度までに策定予

定となっております。これには、成長型の時代の

終えんに伴って、これまでの拡大、施設やサービ

スの量的な増加を目指してきた行政の仕組みが根

本から変わり、限りある資源の効果的、効率的な

投入が行われているかどうかが重要になってきた

という背景があると考えます。今後同時多発的に

公共施設の更新、再配置を進めるための財源の確

。 、保ができないことは明白であります だからこそ

総合管理計画が必要であります。

そこでお尋ねをいたします。

１点目、総合管理計画の策定の意義、目的は何

か。

２点目、計画策定の進捗状況はどうか。

３点目、計画策定に当たり、困難な点は何か。

４点目、これまでの施設管理は、どのように行

われていたか。

５点目、固定資産台帳の整備はどうなっている

か。

以上、お尋ねをいたします。

今定例会初日、宮下市長の施政方針をお聞きい

たしました。これまでとは違った簡潔な施政方針

でありましたが、市長の思いが伝わるいい施政方
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針だと私は感じました。前市長には、施政方針が

つまらないと言ったこともありましたが、むつ市

が変わる新しい風が吹いているとも感じておりま

す。宮下宗一郎市長の少し前のめり過ぎる姿勢が

むつ市によい影響を及ぼしているのだと思いま

す。そのせいか、むつ市の話題が、宮下市長の動

向がよく報道されていると感じるのは私だけでし

ょうか。

そういえば、太らないことが市長のことしの目

標との報道もありました。市長、私はもう少し太

ってもいいと思います。私が言うのもおかしい話

ですが。市長、私がなぜ太っているかわかります

か。それは 「むつ市の食べ物がおいし過ぎて、、

つい食べて過ぎてしまうんです」と言うために太

っています。冗談です。健康マイレージ、頑張り

ます。

今むつ市では、いろいろな計画やらビジョンを

策定することになっています。余りに多過ぎて、

策定することにエネルギーを使い果たしてしまう

のではないかと心配しています。計画のための計

画になってしまったら本末転倒であります。そう

ならないために、このたびはそのうちの２つにつ

いて質問いたしました。

以上、壇上より１回目の質問といたします。

〇議長（山本留義） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） おはようございます。中村

議員のご質問にお答えいたします。

まち・ひと・しごとむつ市総合戦略の策定に関

、 、 、するご質問につきましては 大瀧議員 斉藤議員

池議員、工藤議員、東議員、浅利議員に対する

答弁と一部重複する部分もありますが、ご了承い

ただきたいと存じます。

まず、１点目の戦略策定の意義、目的について

でありますが、総合戦略策定の目的は、まち・ひ

と・しごと創生法の目的に照らせば、住みやすい

環境を確保しながら、将来にわたって活力ある地

域社会を維持していくためということになります

が、人口減少に立ち向かっていくという自治体の

本気度を示し、我々が生き残っていくための処方

箋を示すことに意義があるものと考えておりま

す。

地方創生に関する自治体首長アンケートの中

に、自らの自治体が将来単独では立ち行かなくな

り、消滅しかねないとの危機感を抱いていますか

という質問がありました。私は、強く危機感を抱

いているという選択肢を選びましたが、全国のお

よそ３割の自治体は、消滅という言葉に懐疑的で

あるという結果が出されております。現状として

は、自治体間の競争の火ぶたが切って落とされた

という覚悟を持ち、私や職員はもちろんのこと、

多くの方々のアイデアを結集してこのチャンスを

生かしていかなければなりません。

次に、自治体にとっての成長とは何かについて

であります。自治体が成長するとは、地方創生に

照らせば雇用の創出、地方への人の流れ、結婚、

出産、子育て環境の整備、時代に合った地域づく

りという国の総合戦略が示す４つの基本目標を実

現していく過程であると言えますが、これらの基

本目標に沿った環境を整備していく中で、住民の

誰もが自分たちが住むまちへ誇りを持ち、胸を張

ってその魅力を語ることができるようになること

が自治体にとっての真の成長であると考えており

ます。したがいまして、むつ市版総合戦略の策定

に際しては、国の基本方針を踏まえながら、むつ

市としての基本方針をしっかりと定め、具体の施

策等を検討してまいりたいと考えております。

次に、むつ市にとっての戦略資産は何かとのご

質問であります。戦略資産を総合戦略により施策

として打ち出していくための素材と捉えれば、水

産業を初めとした１次産業や観光資源、エネルギ

ー資源やジオパーク的資源などが柱となるべきも
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のであると認識しておりますし、これらの素材に

しっかりとしたストーリー性を持たせながら利活

用していく必要もあると考えております。そのた

めには、発想も大切な要素でありますので、議会

や行政を初め市民の皆様や民間事業者の方々の知

恵、すなわちそこに住む人々もまたむつ市にとっ

ての戦略資産であると考えております。

次に、成長のためにむつ市が行う投資は何かと

のご質問であります。行政が行うさまざまな施策

が市民の皆様の福祉向上と事業者の方々の経済活

動の呼び水となり、さらにはこの一助となること

が行政による投資の理想であると考えます。

市は、これまで食の分野においては農林水産資

源の付加価値を高め、取引価格の向上につなげる

研究を弘前大学食料科学研究所との連携により促

進してきております。また、農林畜水産業の持続

的発展に向け、クラウドファンディングを活用し

た商品開発、販路開拓、６次産業化等を支援する

業務推進協定を株式会社みちのく銀行と締結し、

第１号として有限会社サンマモル・ワイナリーの

ファンドが募集開始となったところであります。

このように民間の事業者、事業従事者の方々が行

う事業を支援する施策を展開し、頑張っている方

々を徹底して支援していきたい。我々行政が事業

を行うのではなく、このむつ市というフィールド

で頑張っている人々を支援していきたいと考えて

おります。

なお、このたびの地方創生は、戦略の進捗を成

果指標を原則とした客観的指標で検証し、改善す

る仕組みとしてＰＤＣＡサイクルを取り入れてい

ますので、施策実施後の効果検証を行い、しっか

りとサポートしていくものであります。

次に、総合戦略によってむつ市が本当に欲しい

ものは何かとのご質問であります。地方版総合戦

略には、前段で申し上げたとおり、重要業績評価

指標、いわゆる各施策の実施による効果の設定が

求められており、この達成を通じて戦略に書き込

まれた分野でのむつ市の成長、発展を図ることと

なります。抽象的な言い方になりますが、ここで

も「希望のまち・むつ市」を実現したい、そのよ

うに考えております。

次に、公共施設等総合管理計画の策定について

のご質問にお答えいたします。ご質問の１点目、

計画策定の意義、目的は何かということでありま

すが、端的に言えば、厳しい財政状況が続く中で

の公共施設の老朽化問題への計画的アプローチと

いうことだと認識しております。我が国は、昭和

30年代からの高度成長期に集中的に社会資本が整

、 、備されましたが 半世紀がたとうとしている現在

公共施設の老朽化問題が顕著になってきておりま

す。そのことを強く印象づけたものの一つが、平

成24年に中央自動車道で行った笹子トンネル天井

板崩落事故であります。国は、平成25年11月にイ

ンフラ長寿命化基本計画を策定するとともに、地

方公共団体に対しては、平成26年４月、公共施設

等総合管理計画を策定するよう要請を行ったとこ

ろであります。

この公共施設等総合管理計画は、地方公共団体

が所要する公共施設等の全体の状況を把握し、地

方公共団体の現況及び将来の見通しを踏まえつ

つ、公共施設等の管理に関する基本的な方針を定

、 、める計画でありまして 当市においては昨年５月

庁内にワーキンググループを組織し、本格的な検

討を開始したところであります。

ご質問の２点目、策定の進捗状況はどうかとい

うことでありますが、ワーキンググループでは、

、 、公共施設等の現状把握を第一義に データの収集

分析を行い、公共施設の中でも特に箱物と言われ

る公共建築物を対象に検討を進めてまいります。

当市の公共建築物は、小・中学校12校、約１万

8,400平方メートル、市営住宅71棟、約5,400平方

メートル等既に役割を終え解体を予定している施
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設を除いても317施設 882棟 延べ床面積で約33万、 、

平方メートルあり、これらを全てこれからも維持

していくと仮定し、総務省が提供しております更

新費用ソフトを用いて試算いたしますと、その更

新費用は、今後40年間では総額1,322億円、年平

均で約33億円を要するとの結果が得られておりま

す。

ご質問の３点目、策定に当たり困難な点は何か

ということにつきましては、ご質問の４点目、こ

れまでの各施設管理はどのように行われていたか

とも関連いたしますが、現状公共施設はそれぞれ

の所管部署が管理しており、利用状況や老朽化の

度合いなどを一元的に把握することが難しいとい

った面があります。このような公共施設全体を俯

瞰した計画を策定する場合、市役所全体の横の連

携が重要であり、さらに言えば、中心的に担う部

署の存在は不可欠との認識のもと、来年度からは

管財課内に施設経営室の設置を予定しており、こ

れを一元的かつ通常業務として行う組織的な体制

強化を図ることとしております。

この施設経営室においては、施設の所管部署と

の連携を深めつつ、道路、橋りょうなどインフラ

資産も含めた公共施設等に関する情報の一元化を

図り、全庁的な合意形成を図りながら、議会はも

ちろんのこと、市民の皆様のご理解を得て、平成

28年度をめどに公共施設等総合管理計画を策定

し、むつ市としてのファシリティマネジメントを

実現していきたいと考えております。

ご質問の５点目、固定資産台帳の整備はどうな

っているかについてでありますが、ことし１月、

国は平成29年度までの３年間で全ての地方公共団

体において固定資産台帳の整備と複式簿記の導入

を前提とした財務書類等を作成するよう要請した

ところであります。固定資産台帳を整備すること

によって、施設別にそのトータルコストの分析が

できるようになると言われており、公共施設等に

関するマネジメントに役立つものと考えられるこ

、 、とから 公共施設等総合管理計画の策定と並行し

固定資産台帳についても整備をしていかなければ

ならないものと考えておりますので、ご理解を賜

りたいと存じます。

〇議長（山本留義） 15番。

〇15番（中村正志） ありがとうございます。議論

を深めるために、本心ではないこともお話しする

と思いますが、市長、ご理解いただきたいと思い

ます。

まずは、総合戦略につきまして、最初に理念的

なところからちょっと再質問させていただきたい

と思いますが、地方創生は地方の自立を目標とし

ております。しかしながら、地方の自立が叫ばれ

たのは、これは最近のことではありません。先日

の工藤議員の質疑の中でもありましたが、昭和

37年、均衡ある国土の発展をテーマに第１次全総

が策定されております。その基本的課題の中に、

都市の肥大化の防止と地域格差の是正が盛り込ま

れておりました。つまりは、我が国は半世紀にわ

たって地域格差の問題に取り組んできているとい

う現実があるわけです。地方の活性化で言うと、

１次産業がよく取り上げられますが、思い出して

みてほしいのですが、小学校の高学年の社会の授

業で習った農業や漁業の状況や課題については、

現在も何一つ変わっていないように感じていま

す。私で言うと35年くらい前でしょうか、市長だ

と25年くらい前。恐らく市長も社会の授業で同様

なことを習ったのではないかなというふうに思っ

ています。

このような点から見ても、なぜこれまでできな

かったのか、あるいはどこに問題があったのか。

根本的には、その対策や方法に問題があったので

はないか、あるいはそもそも地方の活性化という

のは不可能なことなのか。そのどちらかではない

かなと私は考えてしまいます。もしそもそも不可
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能なことであるとするならば、我々はこれまで非

常に無駄なことをしてきたことになります。しか

、 、しながら 私たちはそうだとは思っていませんし

私は必ずできると信じております。だとすれば、

やはりやり方、取り組みに問題があったのではな

いかなと私は思いますが、市長はどのように分析

をされておりますか。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

なかなか質問が絞られていないような気もしま

すので、何点かお答えもしづらい部分があるので

すが、この地域の活性化、不可能な命題なのでは

ないかということであります。冒頭先ほど中村議

員がおっしゃっていただいた全総、これ国土の均

。 、衡ある発展ということで始まりました ところが

私が国土交通省の門をたたいたとき、これは国土

計画局というところで全総をやっている部局に行

きましたが、もうそのときは既に国土の均衡ある

発展から個性ある地域の発展だというふうなこと

で、地域の自立を促すような形に考え方が変容し

ていったということであります。

ただ、一方そういった中でも、国があえてやっ

てきた政策というのは、まずさまざまな地方の意

見を聞いたうえで、モデルとなるような施策をつ

くって、それに対して地方が手を挙げて財政的支

援、あるいは情報の支援、人的な支援を受けなが

らやっていくという仕組みだったような気がしま

す。そういった意味で、本当の自立を促すという

ような形での政策というのがこれまで行われてき

たかというと、私は少し疑問が残る部分がある。

ただ、一方で今回の地方創生というのは、これ

まさに地方がフリーハンドで我々がやりたいこと

をやってくれというお話であります。まさにこれ

こそ我々自身が自分の地元のことを考えて自立し

た形をつくっていく一番最初のきっかけになるの

ではないかというふうに考えています。そういう

意味においても、この地方の活性化が不可能な命

題ではないかということでありますけれども、そ

ういうことは私は考えておらず、まず我々自身が

しっかりと自立をしていくということを考えると

いうことがその自立の第一歩につながるというふ

うに考えています。

〇議長（山本留義） 15番。

〇15番（中村正志） 今回の地方創生、そういう意

味では本当にチャンスなのだろうと思います。私

が考えるには、これまでなかなかうまくいかなか

った理由には２つあるのかなというふうに思って

います。

１つは、最後には国が何とかしてくれるだろう

という依存体質とでも言うのでしょうか。これま

で延々と繰り返されてきた国や県の補助金に頼っ

てきたサイクルをやはりどこかで断ち切らないと

本当の意味での地方創生は実現されないのではな

いかなというふうに考えます。地方自治と言いな

がらも、地方自治体が自由に使うことのできる予

算規模は本当に小さいものであります。国や県の

補助メニューによらないとできない、そんな事業

が投資的事業の大半を占めております。自治体と

しては、毎年出てくる国や県の補助メニューを見

ながら予算を編成する作業に追われてしまう、補

助金をとってきてから事業を組み立てるという習

慣がしみついている地方自治体がほとんどなので

はないかなというふうに思っております。

もう一つの大きな理由として私が考えるのは、

行政がそもそも利益を考慮していないという点に

あるのではないかなというふうに思っています。

地方自治体において利益を出すものとは民間事業

者のことを指しますが、行政は利益を追求すべき

でないと考えられている以上、それはある程度い

たし方ないことだと私は思いますが、行政が利益

を追求すべきではないことと、行政が利益を考慮

しないことは全く別物なのだろうと思います。そ
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こには、民間でやることは民間でやってもらわな

いととか、あるいはビジネスは民間が行うものだ

からといった行政の防波堤を築くようなちょっと

姿勢があるのかなと。計画を立てるのは行政の仕

事です。行政は公共的な役割を果たす以上、それ

以上は手を出すことができません。したがって、

、 、その先は民間の仕事であり 悪い言い方をすると

我々はそれ以上は関知しませんと。理屈としては

理にかなっていると私も思うのですけれども、ど

うもこれまでの姿勢は私には投げっぱなしジャー

マンのような理屈に思えます。

税金の投入の効果については、行政は関知しな

いと言っているに等しいような気も受けます。こ

れらが地方の活性化がこれまでうまくいかなかっ

た理由の２つではないかなと私は今回に当たりち

ょっと考えてみたのですけれども、市長、ご感想

はどうでしょう。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

前半の国が何とかすると、依存体質であるとい

うところから抜け切れなかったというふうな問題

意識については、私もそういう部分は少なからず

どこの自治体でも、このむつ市ということではな

くて、どこの自治体でもあるということだという

ふうに思っています。

また、後段のほうの話は、少しちょっと理解が

私はできなかったので、何ともお答えしようがな

いのですが、少なくとも自立ということで考える

のであれば、これ我々自主財源で言うと４分の１

もないわけであります。これを突然自立と言われ

ても難しい。でも、だからといって、ではどうし

ていこうかといえば、やはりここでのなりわいを

しっかりと育てていくということが私自身は必要

だと思っていて、その担い手というのはあくまで

もその１次産業の従事者の方々であるということ

だと思っています。

今回の一般質問さまざま受けた中でも、少し市

がアイデアを出せだとか、市がやっていけ、市が

開発をしろという話、さまざま聞きましたけれど

も、そういうことではなくて、やはり我々として

は先ほどの冒頭の答弁でもさせていただいたとお

り、経済活動の呼び水となるような取り組みをつ

くっていくと。別にそれは計画策定の中だけでは

ないと思います。お手伝いできるところはやって

いくということでありますけれども、事業者の方

々の経済活動の呼び水となるようなことを積極的

にやっていって、もう少しだけ補助をすれば、本

当にこれがいいものに成長していくという分野に

ついてしっかりと支援していくということが必要

なのであろうと。そういった意味で、行政と民間

との役割分担をしっかりとしていけば、このまち

もまだまだ成長するということだというふうに認

識しています。

〇議長（山本留義） 15番。

〇15番（中村正志） ありがとうございます。その

、 、行政と民間との役割の境目 そこら辺の前に進む

後退するという部分なのかなというふうにも思っ

ていますし、今市長からもなりわいをしっかりと

育てていくというふうな言葉をいただきました。

そこで、壇上でもお聞きしましたけれども、我

々地方に住む者が今本当に欲しいもの、それは何

かということでありますが、私が考えるには、こ

れもまたちょっと抽象的なのかもしれませんが、

利益を生むサイクルであると私は思います。農林

水産業でも製造業でもサービス業でも、利益が地

域経済内を循環してさらなる利益を生み出すサイ

クルこそが今我々が本当に欲しているものだと考

えますが、市長、どうでしょうか。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） その点については、私もご

もっともだというふうに思います。利益を生むサ

イクル、これがまさにその成長のサイクルだとい
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うふうにも考えられると思います。

今回の一般質問の中での答弁の中でこういう言

い方をさせていただきました。まずはやはり１次

産業を中心とするこの地域に根差した産業を育て

ていって、そこで所得を向上させる、それが第１

点目、それで１次産業を盛り上げる。そして２次

産業の部分は、しっかりとした企業誘致施策など

を通じて雇用の場の確保をしていく、それが２点

目。２次産業も盛り上げる。その結果として、３

次産業が盛り上がっていくというようなその好循

環があれば、まさにこのまちが成長するという姿

を描けるのだと、こういうふうに私は考えていま

す。

〇議長（山本留義） 15番。

〇15番（中村正志） 総合戦略を策定するうえで、

壇上でもお話をしましたけれども、やっぱり成長

の定義をはっきりさせること、市長はよく出口と

いうふうな言い方をしていますが、やはり成長に

ついての十分な議論が必要というふうに私考えて

いますけれども、それをこの戦略の中でその議論

をどのように行っていこうとしておりますか。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

総合戦略の中では、４つの基本目標ということ

、 、 、 、 、で 雇用の創出 地方への人の流れ 結婚 出産

子育て環境の整備、時代に合った地域づくりとい

うことの基本目標があるわけです。この総合戦略

は、長期計画と違ってぐっとそういうところの政

策を書き込むというものでございますので、そう

いった基本目標に沿った施策の中で、それぞれの

施策分野についての成長を定義していくというこ

とであります。

それで、具体的な内容につきましては、今後の

総合戦略課の中での議論、それから本部の中での

議論、そして有識者の方々に聞く機会があれば、

そういった中での議論の中で深めていきたいとい

うふうに考えております。

〇議長（山本留義） 15番。

〇15番（中村正志） 壇上からのむつ市にとっての

戦略資産は何かとの問いに、１次産業、あるいは

観光、エネルギー、ジオパークといったお答えを

いただきました。戦略とは何か、それは戦い方な

のだと考えますけれども、何回かお話をしている

かと思いますが、どこにターゲットを絞り、手持

ちの資源をどのように投入し、何を目指して戦う

のか、その戦いこそが戦略であり、我々むつ市の

将来を左右するものとなっていきます。

お答えいただいた戦略資産をもとに今後計画を

立てて商品やサービスを売っていくことになるの

ですけれども、市長は最高の商品とかサービスと

いったものはどういうものだというふうにお考え

になりますか。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 最高のサービス、商品とい

うのはどういうものかということですけれども、

それは受け手によって違うものでありますので、

ターゲットごとに違うと思います。

〇議長（山本留義） 15番。

〇15番（中村正志） それこそまさにそのとおりだ

と思います。やはり最高の商品やサービスという

のは存在しないのだと思います。あるのは、今市

長が言ったみたいに、市長にとって、あるいは私

にとって、あるいは特定の人にとっての最高の商

品、サービスがあるということなのだろうと思い

ます。要はターゲットなわけですよね。多くの人

をターゲットにもしするのであれば、品質や価格

が重要になってくると思いますし、特定の人をタ

ーゲットにするならば、独自性が重要になってく

るのかなというふうに思います。

よく言われることなのですけれども、商品やサ

ービスを売るうえで気をつけなければならないこ

とに、主観性のわなというのがあります。この商
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品は最高ですよ、あるいは私たちのまちはすばら

しいまちですというふうに声高に言ったところ

で、主張が主観的であるがゆえに、その価値を他

者と共有することが難しいというふうな特徴があ

ります。この主観性のわなには、次の２つのこと

があるというふうに言われています。体験の先行

性と比較困難性であります。

体験の先行性というのは、人は体験したことに

共感するということであります 大体の人は 歯。 、「

が痛くて」と言えば、その経験をもとに痛みを想

像し、共感することができますが、一度も虫歯に

なったことがない人には歯の痛みを共感すること

は不可能であります。

また、比較困難性は、主観的な主張の比較の困

難さをあらわしております。例えば野球とサッカ

ーはどちらがおもしろいのかと主張し合うような

ことにも似ており、これは比較のしようがない問

題だと思います。

そして、この体験性、比較困難性の主観のわな

が最も顕著にあらわれる事例が、先ほど戦略資産

の中でもお答えいただいた観光地づくりだという

。 、ふうに言われています 観光地づくりをする場合

多くは中核となる有名観光地、むつ下北で言えば

恐山でありますとか大間のマグロということにな

るのかなというふうに思います。これにその周辺

の中小規模の観光地を組み合わせ、有名観光地を

訪れた観光客を周辺の中小規模の観光地にも足を

運んでいただくというプランを大体は立てます。

、 、有名観光地は 放っておいても観光客が来るので

問題はないのですけれども、問題は周辺の中小観

光地であります。なぜ有名観光地からその周辺観

光地に周遊しないで帰ってしまうのか。そういう

人のお答えの中には 「だって知らないし」だと、

か 「事前に調べても何が楽しいのかよくわから、

ない」といった理由が挙げられております。行っ

、 、たことがないので 経験の先行性はありませんし

他自治体と同じようなものばかりで比較が困難で

あります。曖昧なメッセージは、顧客に対してそ

のような印象しか残さないということなのだろう

と思います。しかしながら、成功をおさめている

先進地には、そうではないメッセージがあるとい

うふうに言われております。

以上のことからも、総合戦略を考えるうえで、

この主観性のわなというのは考慮すべき要因の一

つというふうに考えますが、どのようにお考えで

しょうか。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

主観性のわなについては、総合戦略を考えるま

でもなく、常日ごろから私は認識しているところ

であります。そういった意味において、まず観光

もそうですけれども、食という分野においては、

この経験の先行性や比較困難性ということを考え

たときに、では何ができるかということで弘前大

学との食の連携をさせていただいて 「むつ市の、

うまいは日本一！」にしっかりとした客観的な根

拠をつけるというような取り組みを早速させてい

ただいております。

また、観光地については、これは前市長のとき

からですけれども、恐らく前市長もそういったこ

とを意識していたと思うのですが、ジオパーク構

想という形で、さまざまな観光地がある中でも客

観的なそういうすばらしいものだというふうなこ

とを言える取り組みをしているというふうに理解

をしておりますので、総合戦略を立てるまでもな

く、通常の行政の中で我々はこれを認識している

ということを申し上げたいと思います。

〇議長（山本留義） 15番。

〇15番（中村正志） それでは、仕事のほうについ

てもちょっと質問をしていきたいと思うのです

が、仕事の確保、雇用の場の創出は、総合戦略の

中でも大きな柱の一つだというふうに思います。
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総務省が発表した昨年の人口移動報告によります

と、３大都市圏の中で東京圏だけが転入超過とな

っており、東京一極集中がさらに加速しているの

がわかります。これに加えて東京オリンピック開

催に向けて東京圏に人、物、金が集まる流れは、

今のところとまりそうもないというふうな想像が

。 、 、つくかと思います また この日本におきまして

企業が仕事をするうえで東京ほど便利なまちは、

またないのかなというふうにも考えます。

そうした中、東京一極集中を解消するために本

社機能を地方へ移すという政策を今現在進めよう

。 、としております 企業の利益とかを考えたときに

この中央集権的な日本において、それは果たして

、 、可能なのか疑問に思うところでありますが 市長

企業の地方移転に対してどのようなお考えをお持

ちでしょうか。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

企業の地方移転ということでありますけれど

も、これについて私どもといたしましては、地域

特性に生かした企業がまず何であるかということ

を第一に考えて、この企業誘致という形に取り組

んでいきたいというふうに考えています。そうい

う意味では、何も全然芽がない、例えば自動車産

業に来てくれという話をしても、これは始まらな

いわけでありまして、我々のなりわいとの関係、

そういったところでどういった企業がふさわしい

かということを現在研究をしているところであり

ます。そういった意味において、これからそうい

った研究を重ねていって、何かきっかけをつくっ

たうえで企業の地方移転という問題についても取

り組んでいきたいというふうに考えています。

〇議長（山本留義） 15番。

〇15番（中村正志） 本社機能の地方移転、私かな

り難しいことだというふうに思っています。もし

可能だとするならば、よっぽど優遇措置を講ずる

か、企業のトップが本気で社会貢献を考えて実践

してくれるかではないかなというふうな思いも持

っています。中には、もともと地方で創業して会

社が大きくなるにつれて東京に本社を構えた企業

が創業の地に戻るというふうな例はあるようであ

ります。では、それとは別に、別な意味での企業

誘致はどうかというと、これまでの経験からもあ

る程度推測できるとおり、これも難しいのか。で

はどうすればいいのか。東京で行っている仕事、

それがむつ市でも行えればいいのかなというふう

に考えます。ＩＣＴなどの通信が発達し、今では

東京にいなくても情報がとれる時代になってきて

いますので、そういう意味ではこのむつ市にいて

も東京で行う仕事ができるのかなというふうに考

えております。

そこで、私が注目しているのがテレワークとい

うことであります。これは、もともと首都圏の通

勤の渋滞の緩和であるとか、働き方の多様性を求

めるためのものでありましたが、地方での働き方

としても十分に活用できるのではないかなという

ふうに考えております。これを全国に先駆けて雇

用の創出の戦略の一つとして考えてみてはいかが

でしょうか。

社会貢献をしたいと思っている企業の中には、

もしかしたら興味を持ってくれるところもあるの

ではないかなというふうに考えております。そう

なれば、結構オリジナルな方法になるかと思うの

で、政府のほうもそれなりの支援をしてくれるの

かなというふうな考えも持っていますが、市長は

このテレワークということに対してどのようなご

感想をお持ちでしょうか。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 事前に十分な通告がなかっ

たものですから、こういった問題についてただち

に答えろと言われても、調査なしで正しい答えは

できないと思いますので、お答えは差し控えさせ
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ていただきます。

〇議長（山本留義） 15番。

〇15番（中村正志） 済みません、仕事が遅くて、

けさ明け方考えたので、突然のお話になってしま

いましたけれども、このテレワーク、要は自宅に

いて、あるいは離れた場所にいて同様の仕事がで

きるというふうなものであります。今後また別な

場所でお聞きをしていきたいなというふうに思い

ます。

それでは、次に公共施設等総合計画、管理計画

のほうについても若干お話を聞いていきたいと思

いますが、先ほどの答弁の中でも述べられていま

したが、総務省の更新費用ソフトを使うと、先ほ

どお話ししたみたいに、ざっくりとした形で将来

の更新費用の推計が出てくるわけであります。そ

のざっくりとした形でありますが、将来の財源確

保が非常に厳しい推計になっているものだろうと

思います。これは、この問題が地方財政の時限爆

弾みたいなものでありまして、更新費用の財源確

保が中心課題になる問題であるというふうに思っ

ておりますが、このような認識で間違いないでし

ょうか。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

地方財政の時限爆弾というお話でしたけれども、

その言葉の意味はいまいちよくわからないのです

が、背景としては過去に建設された公共施設等が

これから本当に大量に更新時期を迎えるという中

、 、 、で 各自治体 我々も含めて財政が非常に厳しい

国も地方財政の借金が200兆円を超えているとい

う状況にあります。そうした中で、さらに背景と

しては人口減少でつくったものの公共施設、利用

需要というのがどんどん変化していく。減るとい

うことが前提だと思います。さらには、その施設

全体の最適化を図る必要があるということがあり

ますので、こうした背景を踏まえて公共施設等の

全体を把握して、長期的な視点を持って更新、統

廃合、長寿命化などを計画的に行うことによって

財政負担を軽減、平準化するとともに、公共施設

等の最適な配置を実現するためにこの計画をつく

るということで私は認識しております。

〇議長（山本留義） 15番。

〇15番（中村正志） 先ほど笹子トンネルのお話も

出ておりました。仮に財政上の理由で公共施設の

十分なメンテナンスができていない状態で不幸に

して事故が発生した場合でも、事安全に関する限

りは財政上の理由はほとんど免責の理由にはなら

ないというふうな裁判事例も出ているようであり

ます。公共施設管理上の業務上過失が問われると

いうふうなことも十分考えられます。

市長もご記憶にあると思うのですけれども、若

干事例は違うのかもしれませんが、平成18年、ふ

じみ野市のプールで小学校２年生の児童が吸水口

に吸い込まれて死亡するという事故が発生してお

りました。このプールの管理は民間事業者への業

務委託であったのですけれども、市の担当職員の

業務上過失致死罪が確定をしております。２人の

方が確定をしておるのですが、お一方は定年間近

で裁判に入るか入らないと同時に依願退職をして

退職金をもらったそうであります。もう一人の方

は40代で、刑が確定した後懲戒免職となり、退職

金ももらえずに路頭に迷ったというふうな事例も

あるようでございます。そういう意味において、

私問題の根が深いということで時限爆弾というふ

うな言葉を使わせてもらったわけでありますが、

今市長も述べていましたとおり、今後やはり施設

は縮小というのでしょうか、それとも機能に特化

してまとめていくというか、そういうふうなこと

がこの管理計画を立てて進めていくことの大きな

命題になると思いますが、この管理計画を策定す

るうえで、今の施設、公共施設等の統合でありま

、 、すとか あるいは機能別に集約していきますとか
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そういうふうな部分までの計画になるのでしょう

か。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

この計画は、機能の変化、さまざまな施設、今

建っている施設の機能の変化を的確に捉えて、残

すべき機能はしっかりと残す、まずそれが第１点

であります。変化すべき機能は、しっかりと変化

させつつ、総体としては公共施設の規模は減少と

いうことを考えています。具体的には、統合、再

編、転用、廃止等の手段を適時的確に判断しなが

らやっていくための計画でありますので、個別の

施設についても踏み込んで計画の中に今後は書き

込んでいくというような段取りで考えています。

〇議長（山本留義） 15番。

〇15番（中村正志） 時間ですので、最後にしたい

と思います。

市長は、施政方針の中でダーウィンの言葉を用

いて決意の一端を我々に示してくれました。そこ

で、ぜひもう一つ加えてほしい言葉があります。

それは、リーダーにとって最も大事なことは、い

かなる状況にあっても成長戦略を持っているこ

と、このことをぜひとも加えてほしいなというふ

うに思います。これからも、ともによい成長を追

求していきたいと思っております。

以上で終わります。

〇議長（山本留義） これで、中村正志議員の質問

を終わります。

、 。ここで 午前11時10分まで暫時休憩いたします

午前１０時５９分 休憩

午前１１時１０分 再開

〇議長（山本留義） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎目時睦男議員

〇議長（山本留義） 次は、目時睦男議員の登壇を

求めます。６番目時睦男議員。

（６番 目時睦男議員登壇）

〇６番（目時睦男） 社会民主党の目時睦男であり

ます。体調を崩し、治療による副作用から聞き取

りにくい点があろうかと思いますが、お許しをお

願いいたします。

本日、多くのとうとい命と財産を奪った東日本

大震災からちょうど満４年を迎えました。改めて

お亡くなりになられたみたまにご冥福をお祈りす

、 。るとともに ご遺族の皆様に哀悼の意を表します

５年目を迎えた被災地では いまだ22万9,000人、

が避難生活を余儀なくされており、仮設住宅から

抜け出せないでいる方々も多数おり、中には先が

見えない生活から体力や気力を失っての孤独死も

多くなっているとのことであります。これらのこ

とを思うとき、改めて自然災害や原子力事故の恐

ろしさに胸が痛み、決してこの災害、事故を風化

させてはなりません。

、 、それでは むつ市議会第223回定例会に当たり

通告順に従い４項目について一般質問を行いま

す。市長を初め理事者におかれましては、明快で

前向きな誠意ある答弁をお願い申し上げます。

質問の１項目めは、市政運営について２点伺い

。 、 、ます １点目は 本市は平成16年６月に旧むつ市

旧大畑町、旧川内町、旧脇野沢村の４市町村が法

定の合併協議会を設置し、協議を重ね、その結果

４市町村とも苦渋の選択をしてむつ市への編入合

併を決断し、平成16年10月、合併協定書を締結、

翌年、平成17年３月14日に新むつ市が誕生し今日

に至っておりますが、この平成の大合併により多

くの自治体が今年合併10周年を迎え、自治体によ

っては記念式典や記念事業、イベントなどを計画

しております。

、 （ ）この記念すべき本年９月 あおもり10市 とし
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大祭典ｉｎむつの開催が決定し、大いに期待して

いるところでありますが、10周年を迎えたむつ市

がネクスト50に向けた施策や事業を計画している

のかお伺いいたします。

２点目は、合併協議を進める中において、４市

町村の速やかな一体感を促進し、地域の発展と住

民福祉の向上を図るため、それぞれの長期総合計

画を踏まえ 「人と自然が輝く やすらぎと活力、

の大地 陸奥の国」を目指した「地域の個性を活

かした特色あるまちづくり 「住民参加による」、

一体的な新しいまちづくり 「人が生き生きし」、

安心して暮らせるまちづくり」の３本の方針を掲

げ、平成26年度まで10年間の新市まちづくり計画

を策定し、それを新市長期総合計画に反映し、今

日に至っているのでありますが、ネクスト50を展

望したとき、合併後の10年間を振り返って検証を

行い、その内容を次の10年間に生かすことが大切

と考え、合併検証委員会を設置し、長期総合計画

に反映すべきと思いますが、市長のお考えをお伺

いいたします。

質問の２項目めは、避難対策について２点伺い

ます。１点目は、平成23年３月の東日本大震災に

よる東京電力福島第一原子力発電所の事故を受

け、原子力災害対策特別措置法を制定し、原子力

規制委員会はこれまで施設からおおむね10キロメ

ートル範囲とされていた避難重点区域を半径30キ

ロの範囲とする指針を策定し、それを踏まえ、県

は東北電力東通原子力発電所から半径10キロメー

トルのむつ市、東通村、横浜町、六ヶ所村の４市

町村28地域から野辺地町を加えた４市町村176地

域に拡大した青森県地域防災計画を平成25年２月

に制定し、それを受けむつ市は広域避難先を青森

市とし、バスによる避難計画に昨年２月修正した

ものの、いまだ成案に至っていません。

福島第一原発事故から４年目を迎えた現在、市

民の皆さんが島国であるがゆえに不安に思ってい

、 、 、るのは 万が一原発事故が起きたらどこに 何で

どのようにして避難するのかであります。災害は

忘れたころにやってくる、備えあれば憂いなしと

言われますが、市民の安全安心を確立するため、

実効性ある具体的計画の早期策定が必要と考え、

成案確定はいつを予定しているのかお伺いいたし

ます。

２点目は、むつ市の平成25年２月の修正計画で

は、青森市までの避難対象者はむつ地区４万

8,991名、大畑地区4,038名、川内地区375名で、

市全体で５万3,404名、バス１台に50名の乗車と

すれば1,068台が必要であり、下北交通を初め地

、元事業者の保有車両180台では２割にも満たなく

他４市町村のバス避難を考えれば、県全体の保有

台数1,600台では対応し切れないのではないかと

思っていましたが、２月25日に開催した県の避難

対策検討会で、対象住民が集中するむつ市中心部

などでは海上自衛隊の艦艇や民間船舶を使った海

路による避難や、ヘリコプターなどの空路による

避難を検討することになったとの報道であります

が、陸、海、空での避難計画が現実、実態に即し

実現可能なのか否か、財政措置を含めた具体的計

画見通しをお示し願います。

質問の３項目めは、介護（要支援）事業につい

てお伺いします。国は、地域の実情に見合った多

、 、様なサービスを提供し 費用の抑制を図るとして

要支援者を介護保険給付から市町村事業に来年度

から３年以内の移行期間とする関連法の改正を昨

年６月に行いました。この法律改正は、事業者が

行ってきた通所介護（デイサービス）とヘルパー

が自宅に来る訪問介護（ホームヘルプ）を今後は

市町村が行うものですが、全国の自治体の７割が

最終年度の平成29年度に先送りするとのことであ

ります。

本県は、来年度から移行する市町村はなく、平

成28年度中の移行が７市町村で、残りの33市町村
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が最終年度の平成29年度の移行を予定していると

の報道があります。本年２月現在のむつ市の要介

護認定者3,495名のうち、制度改正に該当する要

、 、支援者は３割弱の931人で そのうち598名が通所

在宅、いずれかのサービスを受けておりますが、

移行後も同じサービスを受けられるのか心配をし

ております。

制度変更による課題と地域支援事業に移行後の

事業内容について伺いますが、移行実施について

は、昨日の浅利議員への答弁がありましたが、通

告しております４点についてお伺いいたします。

１、制度改正による総合事業への移行実施は何

年度を予定しているのか。

２、移行による利用料、サービス内容などに変

更があるのか。

３、移行によるメリット、デメリットは何か。

４、移行による介護事業者への影響と、それに

対しどのような対策を講じるつもりか。

以上について答弁を求めます。

最後の質問は、敬老会についてであります。こ

の件について、12月開催のむつ市議会第222回定

例会で２名の同僚議員が一般質問を行っておりま

すし、今定例会でも佐々木隆徳議員が一般質問を

行っておりますが、高齢者福祉向上の観点から、

３点についてお伺いいたします。

、 。１点目は 参加率向上対策についてであります

今年度の出席率は、むつ会場11.68％、大畑会場

と川内、脇野沢会場が同率の5.52％で、全体では

9.61％、前年度の28.38％と比較して19ポイント

近く減少しております。市は、敬老会に出席した

対象者、民生委員、町内会長に抽出によるアンケ

ート調査を行っておりますが、来年の開催にこの

結果をどのように活用し、参加率向上を図るのか

お伺いいたします。

２点目は、市民からの意見について 「町内会、

イキイキふれあいトーキング」開催時に意見が出

されれば今後の開催に参考にしていくとの趣旨答

弁をしておりますが、敬老会を支えてきていただ

いている町内会長、民生委員、老人クラブ、赤十

字奉仕団、婦人会、社会福祉協議会など各種団体

を地区ごとに一堂に会し、意見を聞き、今後の運

営に生かしていくべきと考えますがお伺いいたし

ます。

３点目は、市は民生委員の方々に見守り活動を

兼ね、敬老会対象者全員に記念品を渡していただ

きましたが、今後もそのようにしていきたいとの

ことでありますのでお伺いいたしますが、ご承知

のとおり民生委員は、市内の各町内会ごとに、対

象世帯数により国の基準に基づき町内会ごとに人

、 、数を定め 町内会に推薦をしていただいて委嘱し

活動していただいております。しかし、後継者の

担い手がなく、ほとんどの町内会が悩みの種にな

っておるのであります。

そのようなことから、民生委員の方も後継者が

ない中で断り切れずに活動している実態にありま

す。高齢者が高齢者を支援する老老支援と言って

も過言ではない状況にあるわけであります。

高齢化が進む中、敬老会事業の運営を図るうえ

からも民生委員の後継者問題を避けて通るわけに

はいかないのではないでしょうか。したがって、

敬老会実施に関連して、民生委員活動の充実強化

と後継者育成を今後どのように対策を講じるつも

りかお聞きをいたします。

以上、４項目11点について申し上げ、壇上から

の質問といたします。

〇議長（山本留義） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 目時議員のご質問にお答え

いたします。

まず、市政運営についてのご質問の１点目、合

併10周年に当たっての施策や事業はあるのかにつ

いてお答えいたします。むつ市は、３月14日で合
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併10周年を迎えますが、改めて経費をかけての記

念式典や記念事業の実施は予定しておりません。

ご質問の２点目、市民協働の市政運営に資し、

仮称としての合併検証委員会を設置し、長期総合

計画に反映する考えはないかについてお答えいた

します。合併の検証につきましては、合併協定項

目に係る事務の調整において、市民の皆様にとっ

てよりよい方法は何かということを常に検証しな

がら市において調整してまいりましたので、合併

検証委員会を設置せずとも、広く市民の皆様のご

意見に真摯に耳を傾け、市政運営に反映していく

ことが検証につながるものと考えております。

また、次期の長期総合計画については、来年度

から検討を始めることとしておりますが、その場

において市の現状や将来を見据え、どのような構

想を描き、その実現に向けどのような施策をもっ

て取り組んでいくかを検討していくべきものと考

、 。えておりますので ご理解を賜りたいと存じます

次に、避難対策についてのご質問にお答えいた

します。まず、ご質問の１点目、原子力災害避難

計画見直しの課題と成案完了予定はいつかについ

てでありますが、避難計画を策定しております当

市を含めた５市町村の共通課題として、避難経路

や交通手段であるバスの確保のほか、スクリーニ

ングや除染を行う場所の選定、交通渋滞を緩和す

るための自主避難の抑制や誘導方法、安定ヨウ素

剤の配布方法などが挙げられます。これらの課題

は、各自治体のみでの解決は困難なことから、昨

年７月に県が調整役となり、県、各関係市町村、

警察等による避難対策検討会を設置し、その下部

組織である情報連絡体制、移動対策、受け入れ体

制、被ばく医療対策、医療機関、社会福祉施設等

の避難計画、自主避難の抑制の６部会で協議、検

討を重ねております。

去る２月25日の検討会においては、各部会の今

後の取り組み方針や課題を取りまとめ、この結果

をもとに今後も検討を継続し、来年度中には最終

的な方針が打ち出され、避難計画に反映できるも

のと考えております。

、 、ご質問の２点目 陸路避難が困難な場合の海路

空路での避難は実現可能かについてであります

が、今回２月の検討会においてバスの確保が困難

であることや、渋滞緩和のため東通原子力発電所

から半径15キロメートル圏内の住民はバス以外の

避難手段に加え、自衛隊の艦船や民間船舶での海

路避難やヘリコプターでの空路による避難を検討

するとの方針が示されたところであります。

今後は、早期実現に向けて協議をしていくこと

となりますが、既に県は自衛隊と協議を始めてい

ると伺っております。市においても、海路避難に

つきましては、万一陸路が遮断されることを想定

し、各地域の主要な港から避難できるかどうかの

検証も含め、海上自衛隊の協力のもと、水深に見

合った船舶の選択や乗船方法を考慮しながら訓練

を実施しているところであります。

また、港湾やヘリポート等の整備につきまして

は、避難に適している港湾施設やヘリポート等を

選定した後において具体的に話し合われていくも

のと考えております。

ご質問の３点目、介護事業については、担当部

長から答弁をさせていただきます。

次に、敬老会についてのご質問の１点目、参加

率向上にどのような対策を考えているのかについ

。 、てお答えいたします 今年度の敬老会については

市主催の初めての敬老会でありましたが、参加率

は全体で9.6％でありました。市主催としては初

めての敬老会でありましたが、ご長寿をお祝いし

ながら高齢者の方々と交流させていただき、そこ

で感じましたのが、年齢を感じさせない元気な方

が多いということであります。また、お話を伺っ

ておりますと、多彩な趣味や特技をお持ちの方が

いることに驚きました。
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敬老会終了後のアンケートでは、会食をやめた

ことに関する意見が散見されますが、市民歌を斉

唱したい、おしまこを踊りたい、芸を披露する場

にしたらどうかというような参加型の敬老会を提

案する意見もあり、敬老会についてはこれらの意

見を参考に、内容をより一層充実させ、参加率の

向上が図られるよう検討していきたいと考えてお

りますので、ご理解を賜りたいと存じます。

次に、敬老会についてのご質問の２点目、地区

ごとに各種団体等の意見を聴取し、今後の運営に

反映する考えはないかについてお答えいたしま

す。市主催の敬老会を行うに当たり、民生委員の

定例会の場及び町内会長が一堂に会する場等で事

業の説明と協力の依頼をしてきましたが、地区ご

との町内会長、老人クラブ、婦人会等の各種団体

にお集まりいただき、意見の集約を図ることは難

しいと考えております。

敬老会は、式典形式を継続していく予定ではご

ざいますが、今年度と同様に事業のかなめとなる

民生委員の方々から定例会の場においてご意見を

伺い、アンケートの結果やおでかけ市長室で出さ

れましたご意見等を参考に内容を充実させるよう

検討していきたいと考えております。

次に、ご質問の３点目、民生委員活動の充実、

強化と後継者育成をどう考えているのかについて

お答えいたします。民生委員は、民生委員法によ

って設置が定められ、また児童福祉法によって同

時に児童委員を兼ねることとされている無報酬で

地域の人々の福祉向上のために活動するボランテ

ィアであります。任期は３年で、人格識見高く、

広く社会の実情に通じ、かつ、社会福祉の増進に

熱意のある者であって、児童委員としても適当で

ある者と規定されており、地域の皆様の立場に立

って活動を行い、行政とのパイプ役としての役割

も果たしていただいており、むつ市民生委員児童

委員の皆様には、地域社会の福祉の向上に多大な

るご尽力をいただいているところであります。

民生委員の定数は、主任児童委員を含め159名

ですが、現在欠員が１名となっているものの、こ

の欠員については既に県へ推薦しているところで

あり、間もなく厚生労働大臣から委嘱され、定数

どおりの活動体制が整うものと考えております。

民生委員の方々の選任については、町内会から

推薦をしていただき、市は県へ推薦し、県は地方

福祉審議会に意見を聞いた後に厚生労働大臣に推

薦して厚生労働大臣が委嘱することになります。

委嘱された新任民生委員の方々には、県の社会

福祉協議会で実施している新任民生委員研修会及

び中堅民生委員研修会に参加していただいている

ほか、地区協議会ごとに実施している定例会での

研修や事例発表などで民生委員としての資質を高

めていただきながら、市においては円滑な活動を

支援するため、福祉に関する研修会の情報提供な

どを行っているところであります。

民生委員の方々の年齢は、地域の事情により

75歳以上の方も数名おりますが、平均年齢は

66.6歳となっており、60歳未満の方は男性５名、

女性が21名という状況にあります。

民生委員の方々の活動は多岐にわたり、年間１

人平均129日程度の地域活動等をしていただいて

いることから、仕事を抱えている方では難しいこ

ともありますし、また地域住民の人望の厚い方と

しては、やはりある程度の年齢で経験豊かな方と

ならざるを得ないものと思うところであります。

民生委員の後継者につきましては、町内会でも

適任者を探し出すことはなかなか難しいというこ

とは承知しているところでありますので、町内会

のみならず、さまざまな団体との連携を図りなが

ら、元気な団塊世代の方々に強く社会奉仕活動を

呼びかけていくことや、活動が過重とならないよ

う定数の増を県にお願いするなどの対策を講じな

がら、後継者づくりを模索していきたいと考えて
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おります。

また、活動の環境づくりとして活動内容の見直

しや一定の身分保障を行うなど、制度そのものの

見直しを県へ要望してまいりたいと考えておりま

すので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（山本留義） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（花山俊春） 目時議員の介護（要

） 。支援 事業についてのご質問にお答えいたします

ご質問の１点目、制度改正による総合事業への

移行についてでありますが、浅利議員のご質問に

お答えしましたとおり、平成29年度を予定してお

ります。移行に当たりましては、現在サービスを

利用している方々が引き続き同等のサービスを受

けられるよう、既存の介護事業所によるサービス

提供形態を基本とし、加えて住民主体の交流の場

を設けるなど、サービス体系の構築に向け取り組

んでいきたいと考えております。

次に、２点目、移行による利用料、サービス内

容等の変更についてでありますが、現行の訪問介

護、通所介護についてはそのままで継続したいと

考えておりますが、今後国からガイドラインが示

されることとなっておりますので、利用者や事業

者が混乱しないよう進めていきたいと考えており

ます。

次に、３点目、移行のメリット、デメリットと

いうことについてでありますが、まず利用者のメ

リットとしては、実施する事業者をふやすことが

できれば、ご自分に合ったサービスの選択肢がふ

えるということと、基準が緩和され、低廉な価格

となった場合、自己負担額が少なくなるというこ

とが挙げられます。

事業者側のメリットとして、通所介護の人員基

準が緩和されることから、少ない人員で事業を運

営することができるようになります。

また、デメリットについては、単価及び利用料

金を下げた場合、事業者側にとって減収となる可

能性があります。

次に、４点目、移行による介護事業者への影響

と対策についてでありますが、市としてはあくま

でも現行の内容で進めていく予定でありますの

で、利用者及び事業者の混乱を招かないよう十分

な広報期間を設けて周知していきたいと考えてお

りますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（山本留義） ６番。

〇６番（目時睦男） ありがとうございました。そ

、 。れでは 再質問をさせていただきたいと思います

まず、市政運営の関係について、先ほどの答弁

の中で市長は、厳しい財政の中では10周年の記念

事業等々については開催が難しいという意味での

答弁でありました。私も、厳しい財政事情につい

ては承知をしているところであります。そういう

中で10年目の節目と、こういう面から、例えば毎

年行っております憲法駅伝とか各種年間の行事、

イベント等があるわけであります。その中に10周

年を記念したタイトルをつけ加えながら、そして

また10年に見合ったそれぞれのイベント行事等に

ついて趣向を凝らした、そういう意味も含めた事

業というか、そういうイベント等を開催する考え

がないのか。私は、改めて10年を記念した式典を

開催するべきとかそういうことについては、財政

事情も含めて考えてはいないのでありますが、先

ほど言った点について、検討する用意があるのか

どうかお尋ねをしたいと思います。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

節目をお祝いするというのは、この日本の伝統

文化の中では社会通念上ふさわしいというか、そ

ういったことだというふうなことは私も十分認識

をしております。そういった中で、この10周年記

念イベントとかという形でさまざまな、今あるイ

ベントに冠をつけてやるということは、一つのア

イデアではないかというふうにも思うわけであり
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ますけれども、たださはさりながら、そういった

冠をつけてやると、これは今までと何かが違うと

か、あるいは拡大するだとか、そういったことも

期待を皆さんはしていただくということになって

しまうのではないかというふうに思うわけであり

ます。そういったこと、やるかということについ

ては、これから考えないといけない部分はあるの

ですが、私といたしましては、まずやはりこの一

体感というか、合併についての一体感というもの

の醸成には市民の皆様からの盛り上がりというも

のが最も重要なものではないかと、こういうふう

に考えています。我々のほうから無理やりそうい

うふうなことを言うということではなくてです。

そういった意味での一例を挙げますと、今市民

協働まちづくり会議というところで提案されてお

ります「むつ市民歌 Ｗe are the むつ」という

タイトルで多くの市民の皆様を初め各種団体、企

業の方々が市民歌を歌う様子を撮影して、それを

一本につなぎ合わせたビデオを作成し、合併10周

年に当たる３月14日に図書館でこれを発表すると

いうイベントが企画されております。私も先ほど

ちょっと見てきましたけれども、このむつ市にあ

る豊かな自然や祭りの映像も盛り込みながら、市

全体をアピールできるような内容になっているよ

うでございます。こういった市民の皆様からの盛

り上がりに対して我々としては協力し、サポート

していきたいというふうに考えております。

〇議長（山本留義） ６番。

〇６番（目時睦男） 工夫をしながら、市民の皆さ

んが、ああ、10年たったんだなと、こういう実感

を少しでも抱いていただけるような、そういう趣

向を検討していってほしいと思います。

次は、検証委員会の関係であります。ご承知の

ように、この４市町村の合併に当たって、それぞ

れの地域の伝統、文化、歴史が違う中で４市町村

が合併を決意したわけであります。そして、10年

がたちました。それぞれの思いがあるわけであり

ますが、やはり10年を振り返ってみるということ

が、これからの10年、ネクスト50を考えたときに

大変必要なことだなということを感じておるわけ

であります。

そういう中では、県内の10市の中で青森市、八

戸市、弘前市の旧３市を初め、平川市等が合併検

証委員会を立ち上げ、そしてまた具体的に検証委

員会で審議をしていただいている状況があるわけ

。 、であります そういう状況も含めて考えたときに

10年を振り返るということについては、私はより

必要だろうという思いをしています。

特に壇上でもお話をしましたように、４市町村

が合併するに当たって、合併協議会の中で新市ま

ちづくり計画を練り上げるに当たって、いろんな

角度からの議論を積み重ねて、その案が確定をし

。 、たわけであります そういう意味も含めたときに

この検証委員会で振り返るということについて、

再度市長の思いも含めてお話をお聞きしたいと思

います。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

検証委員会を設置して、この10年を振り返るべ

きではないかというふうなご質問でありましたけ

れども、先ほども述べましたとおり、私といたし

ましては、常日ごろから広く市民の皆様のそのご

意見に真摯に耳を傾けて市政に反映していくこと

というものがこの検証に当たるものと考えており

ますので、ご理解いただきたいと思います。そう

いった意味で、必要な範囲で過去を振り返ること

は、その政策の企画、立案、運営に当たって重要

なことだというふうに考えております。

、 、私としては 現在のむつ市として将来を見据え

合併したとかしないとかという話ではなくて、今

あるむつ市として将来を見据えて、そのどうある

べきかということをしっかりと考えて、政策、事
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業を展開していくべきというふうに考えておりま

すので、検証委員会を設置して検証する必要はな

いと改めて申し上げておきます。

〇議長（山本留義） ６番。

〇６番（目時睦男） 必要がないという答弁であり

ますが、参考までに今月３日の東奥日報の東奥春

、 。秋の中で ある記者の記事が掲載されております

全文を読み上げさせていただきますが 「今月、、

県内の９市町が合併から10年の節目を迎える。む

、 、 、 、つ市を皮切りに 五所川原市 外ヶ浜町 藤崎町

中泊町、さらに八戸市、深浦町、七戸町、東北町

と続く 「平成の大合併」により、県内では17市。

町が誕生した。うち半数以上の合併日が2005年３

月に集中したのは、メリット措置が受けられる合

併特例法の適用期限が当初、同月末までだったた

。 、めだろう 合併に参加しなかった市町村も含めて

この10年の変化を尋ねて回る機会があった 「合。

併は嫁取り、婿取りと同じ。気持ちが合わないと

うまくいかない」と市町村間に生じた不和を嘆く

首長 「合併して、何かが良くなったという話を。

聞いたことがありますか？」と、素朴な疑問を口

にする住民もいた。地域が存続できるかどうかの

不安は、合併しなかった小さな町村より、むしろ

合併市町の農漁村地帯の方が切実だと感じた。効

率化の名の下に、街の中心部との格差が広がって

いるという。この10年で少子高齢化は着実に進ん

だ 今後さらに加速すると予想される 各地で10周。 。

年のイベントが準備されている。合併で何を手に

し、何を失ったのか、あらためて考える好機だ。

次の10年のためにも 、このような記事が「合併」

再考」というタイトルで掲載されています。これ

らを参考にしながら、きょうの答弁はお聞きをし

ましたが、でき得るならば検討し、今後の10年に

向けた、市民が本当にまた10年に大きな光を感じ

ながら暮らしていけるようなむつ市をつくり上げ

ていただきたいことをお願いしたいと思います。

次の質問に移りますが、避難対策についてであ

ります。端的にお尋ねをしますが、避難先が青森

市ということになっているわけですが、避難完了

時間は何時間を想定しているのか、お聞きをした

いと思います。

〇議長（山本留義） 総務政策部長。

〇総務政策部長（伊藤道郎） 避難完了時間につい

てのご質問にお答えいたします。

県では、昨年４月、30キロ圏内の住民が30キロ

、 、圏外への避難に要する時間について 段階的避難

自家用車利用率、自主避難率、人口分賦、それか

ら季節、この５つの要素を加味した125パターン

にも及ぶ避難時間のシミュレーション結果を公表

しております。これによりますと、30キロ圏内に

居住する住民が、段階的にではあるものの、全住

民が避難することを前提として、むつ市では自家

用車避難率が95％、冬以外の休日、夜間の避難に

要する時間として65時間10分という数字が示され

ておりますが、交差点等における効果的な誘導等

の実施によりまして、27時間20分にまで短縮でき

るとされております。

青森県警察本部が委員として名を連ねておりま

す移動対策の検討部会において、これらの解析を

踏まえたうえでの有効な避難誘導について協議を

重ねているところでございます。

以上でございます。

〇議長（山本留義） ６番。

〇６番（目時睦男） わかりました。具体的にこの

時間の中で避難が完了できるような具体的な計画

の策定に期待をしていきたいと思います。

それで、災害時に高齢者や障害者を受け入れる

福祉避難所として市内20カ所を指定しております

が、場所、移動手段、方法等をどのように市民に

周知をしているのか。また、それに伴う要員や電

気、燃料、備蓄物資などの確保はされているのか

お伺いをしたいと思います。
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〇議長（山本留義） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（花山俊春） お答えいたします。

市では、災害時に一般の避難所では支障のある

災害時要援護者等のための二次的な避難場所を確

保するため、平成23年６月に災害時における福祉

避難所の設置運営に関する協定を市内社会福祉法

人と締結しております。それに基づき災害時に社

会福祉法人は、運営する福祉施設を福祉避難所と

して開設し、一次避難所等へ避難した方のうち、

市が福祉避難所での対応が必要であると判断した

方などの受け入れを行っていただくこととしてお

ります。

福祉避難所は、議員お話しのとおり、平成26年

４月１日現在で市内20カ所、受け入れ可能人員は

387名となっております。

なお、福祉避難所の周知につきましては、平成

23年６月に発行いたしましたむつ市災害時要援護

者支援制度の手引に掲載し、また市政だよりとと

もに市内各世帯へ折り込み配布しているほか、市

ホームページに掲載するなどして周知に努めてい

るところでございます。

また、福祉避難所の要員や電気、燃料、備蓄物

資等の確保についてでありますが、福祉避難所開

設後は、受け入れから生活介護等、市から委託を

受けて全て施設職員が必要な援助を行うこととな

っております。

備蓄物資につきましては、毛布類や簡易パンツ

類といった物資については、市が購入したものを

備蓄しておりますし、燃料や食料等については備

蓄管理は行わず、運営に係る全ての必要経費を市

が負担することとしております。なお、その経費

のうち災害救助法が適用となるものについては、

全額が県より補填される仕組みとなっておりま

す。

〇議長（山本留義） ６番。

〇６番（目時睦男） 県は、傷病者や病弱者の受け

入れ先にむつ総合病院を災害拠点病院として指定

をしているわけでありますが、入院病棟が耐震基

準に満たないことから、倒壊、崩壊の危険性が指

摘をされ、改修を急がなければならない状況にあ

るわけであります。そのようなことから、むつ総

合病院の改築計画時期をいつに考えているのか、

お知らせを願いたいと思います。

〇議長（山本留義） 答えられる範囲でお願いしま

す。市長。

〇市長（宮下宗一郎） むつ総合病院の耐震診断の

話なのですけれども、これは少なくとも下北医療

センター議会のほうでいまだ議論をしていない部

分でございますので、下北医療センター議会のほ

うでの議論をまずさせていただきたい。私は、そ

ういう意味では下北医療センターのほうの管理者

、 、でもありますけれども むつ市長としての答弁は

この件については難しいということでご理解いた

だきたいと存じます。

〇議長（山本留義） ６番。

〇６番（目時睦男） 今この部分を今定例会で質問

したのは、災害拠点病院に指定をされているわけ

であります。事故なり災害というのはいつ起こる

かわからないわけで、市民の方々が安心して病院

で手当てを受けることができる、こういうふうな

ことで、そういう意味からこの拠点病院の充実を

図る、こういう受け入れ態勢を完備するという視

点で申し上げたわけでありますが、私も下北医療

センター議会に派遣をしていただいている議員の

一人でありますから、下北医療センター議会でも

議論をさせていただきたいと思っておりますが、

今後もこの点については検討をお願いしておきた

いと思います。

さて、この項での最後の質問になりますが、市

民は逃げ場のない地域であることもあり、災害が

発生した際、限られた時間の中でどのようにして

避難をするのか、最も心配をしているわけであり
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ます。少なくとも東通原子力発電所の再稼働を予

定している来年３月までに実効性ある避難計画の

確立が不可欠と思いますが、市長はどのように考

えているのか。仮にヘリコプターでの避難を計画

しているが、ヘリポートができていない現状で再

稼働をするとした場合、市長はどのように対応す

るのか、あわせてお伺いをしたいと思います。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 避難対策については、これ

常に実効性のあるものにするため、国それから県

と連携しながら取り組んでまいりたいというふう

に考えておりますし、ヘリポートの件についても

同様の見解であるというふうに理解をしていただ

きたいと思います。

〇議長（山本留義） ６番。

〇６番（目時睦男） いずれにしましても、今市民

の皆さんが一番心配しているのは避難計画、避難

対策が十分に確立をされていない中で、万が一災

害や事故が起きた場合には逃げ場がない、この心

配が一番なわけであります。壇上でも申し上げま

した。そういう意味では、再稼働が先歩きしない

ような避難対策の確立をぜひともお願いしておき

たいと思います。

それでは、介護支援事業については、今後もデ

イサービス、在宅介護等、今現在サービスを受け

ている方が心配のない状態、そしてまた事業者が

これからも介護事業に事業者として十分に果たし

得られるような体制の充実を図っていく、そのよ

うな観点からの意義ある検討をお願いをしておき

たいと思いますが、１つだけお尋ねをしたいと思

います。

最近認知症対策の充実が叫ばれておるわけであ

ります。私の親族の中でも、旦那さんが亡くなっ

た後、残った奥さんが急に認知症が強くなって、

昨年亡くなるというような状況も経験をしている

わけでありますが、この認知症の方々、移行に伴

って、むつ市としてこの認知症の方々に対する対

策をどのように考えているのか。この要支援１、

２の移行問題とあわせて、お考えがあればお示し

を願いたいと思います。

〇議長（山本留義） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（花山俊春） 認知症対策というこ

、 、とでございますけれども 市では介護予防講演会

はつらつ介護予防クラブなど、介護予防事業の活

用をお勧めし、認知症の予防や早期発見に努めて

おります。また、地域の方々が認知症の方を温か

く見守っていただくとともに、認知症高齢者の早

期発見や危険防止の一助となっていただけるよ

う、市内の町内会や老人クラブを初めとする各種

団体、金融機関、学校などを対象に認知症サポー

ター養成講座などを実施しておりまして、今後も

サポーターの育成には努めてまいりたいと考えて

いるところでございます。

そのほかにも各地域の在宅介護支援センターを

活用して、認知症予防の介護予防セミナーなども

実施しておりますし、今後につきましては医療機

関を初め地域の支援機関と連携し、認知症の方や

ご家族を支援する相談業務を行う認知症地域支援

推進員を市内３カ所の地域包括支援センターに配

置することを検討しておりまして、医療と介護と

その連携強化や地域における支援体制の構築に努

めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜

りたいと存じます。

〇議長（山本留義） ６番。

〇６番（目時睦男） それでは、４項目めの敬老会

について再質問をいたします。

昨年６月のむつ市議会第222回定例会での同僚

議員の一般質問に対して、対象年齢を従来の75歳

以上は多過ぎるので80歳以上にしたと、77歳に変

更したのは民生委員からの意見があったからであ

り、議員には６月中に文書で説明する考えであっ

たとの趣旨答弁をしております。私は、75歳以上
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としてきたのは、多年にわたって社会に尽くして

きた老人を敬愛し、長寿を祝う老人福祉法に照ら

して75歳以上の後期高齢者を対象年齢としたもの

であろうと理解をしておりますが、対象年齢を人

数が多いから、人数が少ないからという判断です

べきではないのではないでしょうか。

また、80歳以上とした予算を、議会議決後の変

更を文書説明との判断は、議会軽視ではないかと

思うわけでありますが、この点についてのお考え

をお聞きをしたいと思います。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 敬老会の対象年齢につきま

しては、合併前の平成５年ころには既に75歳以上

とされていたもので、後期高齢者を対象としたわ

けではないというふうに私は認識しております。

市の当時の男性の平均寿命は74.6歳ということで

すので、75歳以上としていた根拠もそこにあった

のではないかと推測されます。

現在の男性の平均寿命が76.7歳となっているこ

とも今回対象年齢を77歳に引き上げた要因の一つ

であり、喜寿という節目にも相応していることか

ら、民生委員等との協議の結果、決定したもので

あります。

次に、予算議決後の変更を文書説明としたのは

議会軽視ではないかということについてでありま

すが、この対象年齢の変更の件は、昨年４月の行

政連絡員の総会の場でご説明し、また民生委員の

方々に対しましては民生委員の定例会の場でご意

見などを伺い、その中で80歳以上では敬老会の参

加者が極端に少なくなる可能性が高くなるため考

え直してほしいというご意見がございましたこと

から、全地区の民生委員に77歳とすることを再提

示し、６月中旬に調整を終えたところであります

ことと、また対象年齢を80歳以上から77歳以上へ

引き下げたことによる増額分は少額であり、予算

担当部局と協議し、補正予算対応ではなく予備費

充用することとしたことにより、議員の皆様にお

示しする機会が得られないことから、文書でご説

明させていただいた経緯がございます。

そして、このことは昨年６月開催のむつ市議会

第220回定例会において同様の一般質問があり、

ご説明させていただいておりますし、また昨年９

月開催のむつ市議会第221回定例会におきまして

も私自身答弁させていただいておりますので、決

して議会を軽視したものではございませんので、

ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（山本留義） 目時睦男議員、申し合わせの

時間が過ぎましたので、ご理解いただきたいと思

います。

〇６番（目時睦男） 最後に時間でありますから、

要望を申し上げて終わりたいと思います。

敬老会後のアンケート調査での意見分類集約結

果、今回の開催内容などに肯定的意見が10.1％、

中立的意見が55.5％、否定的意見が34.4％であり

ますが、否定的意見について検討、調査、分析を

行い、次年度に生かすべきと考えますので、最後

にこの点を要望し、私の一般質問を終えたいと思

います。ありがとうございました。

〇議長（山本留義） これで、目時睦男議員の質問

を終わります。

ここで、昼食のため午後１時20分まで休憩いた

します。

午後 零時１２分 休憩

午後 １時２０分 再開

〇議長（山本留義） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎白井二郎議員

〇議長（山本留義） 次は、白井二郎議員の登壇を

求めます。25番白井二郎議員。
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（25番 白井二郎議員登壇）

（ ） 。〇25番 白井二郎 公明・政友会の白井二郎です

今回の定例会では、私を含めて15名の同僚議員が

壇上で一般質問をいたしました。私が一番最後の

順番となり、市長におかれましては、14名の議員

に４日間にわたり丁寧な答弁で大変お疲れかと思

いますが、私の最後の質問にもよろしくお願い申

し上げます。

また、質問内容において、先の14名の同僚議員

の質問と重複する内容があると思いますが、よろ

しくお願い申し上げます。

市長が就任され、早いもので約10カ月、東北で

一番若い市長としてむつ市民の先頭になり、政務

に励んでいることを、私も市民の一人として頼も

しく大きな期待を感じております。常に初心を忘

れず、市政発展のため邁進していただきますよう

心からお願い申し上げます。

今回は３点の質問で、７項目にわたり質問いた

しますので、よろしくお願い申し上げます。

１点目として、市税の納付と都市計画税につい

て質問をいたします。市税、固定資産税、都市計

画税などの税の納付でありますが、納税者の皆様

は市役所の窓口か納税組合、銀行振り込み、コン

ビニ等を利用して納付しております。ただし、コ

ンビニでは軽自動車税だけしか取り扱っておりま

せん。現在むつ市では、６月から１月まで、８回

にわたり税を通知し、納付していただいておりま

す。ということは、軽自動車税を除き、前納の方

以外８回納付のため銀行などに出向かなければな

りません。そこで、クレジットカードの納付など

も今後考えるべきではないでしょうか。

埼玉県志木市では、インターネットのヤフー公

金払いを利用して、自宅や外出先でパソコンや携

帯電話を利用して、24時間納付できるようにして

おります。志木市の平成25年度クレジット収納実

績として、市税、国保税、固定資産税合わせて

7,795件 収納金額は合わせて３億8,955万5,000円、

となっており、多くの市民が利用しているようで

す。クレジットカードで納付することにより、赤

ちゃん、子供のいる家庭にも喜ばれます。また、

天候にも左右されず、銀行などに出向く必要もあ

りません。クレジットカードをお持ちの市民は多

数いると思いますし、クレジットカードを利用し

て公共料金などを支払っている方も多数います。

納税者の皆様の利便性、さらに収納率向上のため

にも早期に構築する必要があるかと思います。お

考えをお聞きいたします。

次に、都市計画税についてお聞きします。この

質問は、前市長の宮下順一郎様にも一般質問をい

たしましたが、新市長にも改めてお考えをお聞き

いたします。

都市計画税は、旧むつ市内の「町」がつく地域

、 。の市民に対し課税し 徴収されている目的税です

当然都市計画にのっとり算出されているわけです

が、青森県内でも都市計画税を市民に課税しない

市が多数あります。なぜなら、本来あるべき税の

平等性、そして公正性に疑問があるからではない

でしょうか。法的には課税しても何ら違法ではな

いと思いますが、当むつ市は合併して満10年たち

ました。今後の都市計画を考えるためにも、税そ

のものをいろいろな角度で考える時期に差しかか

っていることと思います。また、都市計画道路、

都市計画は課税されている市民だけのものではあ

りません。広く市民が共有し、そして利用されて

いるものです。決して一部の市民だけの税と考え

課税することは好ましい状態ではありません。将

来のむつ市の都市計画のためにも、税そのものを

見直す、検討する考えはありませんか、お伺いい

たします。

２点目として、人口減少と将来のまちづくりに

ついて質問をいたします。同僚議員から地方創生

総合戦略関係で質問がありましたので、重複する
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かもわかりませんが、よろしくお願い申し上げま

す。

むつ市では、今月４日、むつ市まち・ひと・し

ごと創生本部を設置しました。人口減少の克服、

地域経済の活性化を目指し、全庁舎一丸となって

。 、やり抜く強い意志と考えを示されました そこで

まちの創生のための設計図と交流定住化について

お聞きいたします。

当むつ地域でも少子高齢化、人口の流出などに

より人口減少が進んでおります。人口が減少すれ

ば、地域経済、市の財政にも大きな影響を与えま

す。人口減少などの歯どめの特効薬はなかなか見

つからないのも現実であります。市長は、将来の

むつ市がどうあるべきかを常に考えていることと

思います。

ある方は、このように話しておりました。まち

づくりとは、今後考えるとか考えますとかではな

く、次世代のためにまちづくりをやり抜くのだと

いうことが大切であると。やり抜くためにも、地

域にマッチした再生のための設計図が必要です。

まちづくりを進めるためにも地域地域に合った設

計図を作成すべきと思います。

そして、今後交流移住政策を促進しなければな

りません。交流移住を進めることにより経済的効

果があります。例えば新居の建築、リフォームな

どの建設業関係の発注、地域消費の増加が考えら

れます。また、社会的効果として人口の増加によ

る地域の活気、生きがい、多様なニーズの把握、

教育効果として地域文化の向上、心理的効果、ま

たその他の効果として人脈の拡大、文化交流の活

性化などが考えられます。

岩手県遠野市では、遠野スタイルという人口拡

大と定住促進を行い、日本全国から遠野市ファン

を囲い込み、遠野ふるさと市民を一人でも多く獲

得する事業に取り組んでおります。ぜひむつ市で

も独自のむつスタイルを考え、一件でも多くの交

流移住事業を進めるべきと思いますが、お考えを

お聞かせください。

次に、地域のコミュニティの再生であります。

地域の小学校は、その地域のコミュニティの中心

であります。昔から小学校を中心として市街地が

形成されておりました。今は、どこの学校の教室

も多くが空き教室と伺っております。そこで、空

き教室を少しでも減らすことを考えていくべきで

あります。そのまちのコミュニティとして、地域

地域で抱えている問題点、そして特色などを生か

し、少しでも空き教室を少なくする環境を整える

。 、 、のが大事であります また その地域の顔であり

よりどころでもあります。子供が少ない地域、減

少している地域は高齢者が多くなり、その地域が

寂しく暗い町に変貌いたします。むつ市に住んで

よかった、今後も住み続けていきたいと思う夢と

希望があるまちを構築しなければならないと思い

ます。

空き教室が減少することにより、地域経済、ま

た空き家、空き店舗、また地元起業家の活性化、

そして子育て世帯に必要なビジネス、農水産業に

もよい効果が出るはずです。前市長は 「こども、

」 。は地域のたからもの とよく話されておりました

地域のコミュニティの中心として、空き教室をな

くする施策などがあればお伺いをいたします。

３点目として、投票率向上についてお伺いいた

します。これも同僚議員から同様の質問がありま

したが、重複いたしますが、よろしくお願い申し

上げます。

国では与野党６党で、18歳以上に引き下げる公

職選挙法改正案を提出し、今国会で成立は確実な

情勢であり、来年夏の参議院議員選挙から適用さ

れる見込みであります。若者の選挙離れが取り沙

汰されている昨今、18歳まで引き下げることによ

って投票率低下の心配もあります。さきの衆議院

議員選挙では、青森県は全国最低の46.83％であ
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り、最高は島根県の59.24％です。全国平均は

52.66％であります。

投票率の低下は、青森県だけではなく全国的な

傾向であります。青森県選挙管理委員会では、有

権者の皆様に投票率の向上のための施策を進めて

いるようです。当むつ市選挙管理委員会も県選挙

管理委員会と協力し、本年２月９日、大平小学校

にて選挙出前講座、そして本物の投票箱を使用し

模擬投票が行われ、児童にも選挙の大切さと啓発

に努めたようです。ぜひ有権者の皆様に対し、大

切な１票の権利を放棄することのないよう選挙管

理委員会として従来型にとらわれず投票率向上の

ためにいろいろなアイデアを考えていくべきであ

ります。

そこで、３件について質問をいたします。

投票率向上についての何か施策を考えているの

か。

２つ目として、明るい選挙推進協議会の活動は

どのようになっているのか。

３点目として、商業施設などに期日前投票所設

置など環境改善を考えているのか。

以上、３点をお伺いいたします。

以上をもちまして、壇上からの質問とさせてい

ただきます。

〇議長（山本留義） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 白井議員のご質問にお答え

いたします。

まず、市税についてのご質問の１点目、市税の

納付についてお答えいたします。当市における市

、 、税の納付方法は 金融機関や各庁舎での窓口納付

納税組合に加入しての納付、口座振替のほか、軽

自動車税についてはコンビニエンスストアでの納

付が可能となっております。議員ご提案のクレジ

ット収納についてですが、クレジット収納に係る

手数料は、現在市が負担している口座振替やコン

ビニエンスストアでの収納に係る手数料と納付方

法を比較しますと、高い金額設定となっておりま

す。市といたしましては、納付方法を拡充するこ

とは税収確保はもとより住民サービスの向上を図

るうえでも重要なことであると認識しております

が、費用負担やその効果等について、まずは先行

して実施している自治体の事例を見ながら検討し

てまいりたいと考えております。

ご質問の２点目、都市計画税についてお答えい

たします。都市計画税は、都市計画法に基づいて

行う都市計画事業、または土地区画整理法に基づ

いて行う土地区画整理事業の実施により、土地や

家屋の利用価値が向上し、その所有者の利益が増

大することが認められるという受益関係に着目し

て、土地及び家屋の所有者に対し課税される市町

村税で、都市計画事業または土地区画整理事業に

要する費用に充てられる目的税であり、税率は

0.3％までと制限されております。

当市における都市計画税は、課税区域を都市計

画区域内における住居表示地区に限定しておりま

す。これまで中心市街地における生活環境や都市

機能の充実のため街路整備や公園整備、下水道整

備事業などの貴重な財源として活用してきてお

り、目的税としての役割は非常に大きいものがあ

ると考えております。その意味で、都市計画区域

の中において、街路、公園、下水道など都市機能

が集中している地区として、住居表示区域に限定

し都市計画税を課税していることについては、基

本的には適切であると考えております。

一方で、都市計画税は、地方税法や都市計画法

等に基づき市町村が条例により課税することがで

きる税金ではありますが、全ての市町村が課税し

ているわけではなく、その地域における都市計画

事業等の実情に応じ都市計画税を課すか否か、課

税対象地域の指定や税水準をどの程度にするのか

などを市町村の自主判断に委ねられていることか
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、 、ら これまでも受益と負担の関係が明確ではない

あるいは課税の公平性に欠けるなどの批判やご意

見が当市のみならず全国的にもあると認識してお

ります。

これらを受けまして、これまで関係部署による

検討委員会を設置し、都市計画事業における課税

対象区域の整合性、受益と負担の公平性、財政需

要などを含めた都市計画税のあり方などについて

検討を進めてきております。

当市の現状を見ますと、まだまだインフラ整備

がおくれており、今後も計画的に都市計画事業を

進めていかなければならない状況にありますこと

は、私を初め市民の皆様の共通の認識であると考

えております。そのためにも、財源の確保は重要

な課題であり、平成27年度における都市計画税は

およそ１億5,000万円を見込んでおりますが、そ

の全額を下水道事業と街路整備事業に充てること

としておりますものの、翌年度から横迎町中央２

号線整備事業も本格的に始まりますことから、都

市計画事業における財源としては決して十分では

ない状況にあることをご理解いただきたいと存じ

ます。

今後におきましても、都市計画事業と課税対象

区域の整合性並びに財源対策等を総合的に勘案

し、慎重な検討を進めてまいりますので、ご理解

を賜りたいと存じます。

次に、人口減少と将来のまちづくりについての

ご質問にお答えいたします。ご質問の１点目、町

の再生のための設計図とむつ市独自の交流定住策

についてでありますが、人口減少社会に対応して

いくためには、コンパクトシティによるまちづく

りに取り組んでいくことがこれまで以上に重要な

施策であると考えております。

そこで、コンパクトなまちのコアをむつ市内に

、 、 、数カ所つくり それらをネットワークで結び 人

物、情報の交流を促進し、にぎわいと元気を取り

戻すためのまちづくりを行っていくというのが今

考えている大まかな設計図であると考えておりま

す。このような取り組みにより、ただちに交流移

住に結びつくというわけではありませんが、まず

は地域住民にとって住みよいまち、便利なまちに

していく手法が大事であると考えております。

さらに、定住化を進めるうえで人口動向、将来

推計人口、人口の変化が将来に与える影響を分析

し、人口に関する将来像を示した人口ビジョンを

基本にむつ市版総合戦略を策定することになりま

すが、これについてはむつ市まち・ひと・しごと

創生本部で平成27年度中に策定することとして取

り組みを進めてまいります。

次に、地域のコミュニティ再生について、学校

の空き教室を満杯にするような規模の人口をふや

すまちづくりを進めてはどうかとのご質問であり

ます。現在のむつ市内の小・中学校の教室の利活

用状況についてですが、具体的な教室数について

は担当部長から答弁させますが、使われていない

教室はないという状況にあります。したがいまし

て、空き教室はゼロという状況にあります。

、 、一方で 子供を含めた若い世代がふえることは

そのまちににぎわいが生まれ、そのまちの活力の

源泉になるものであり、また学校は教育のためだ

けの施設であるだけでなく、防災、保育、文化や

伝統の継承などを通じた地域交流の場などとして

多くの機能をあわせ持っており、地域が自立して

活動していく拠点、地域コミュニティのシンボル

でもあると認識しております。

国のまち・ひと・しごと創生総合戦略の中に

は、人口減少を克服するため、若い世代が安心し

て就労し、希望どおり結婚をし、妊娠、出産、子

育てができるような社会経済環境を実現すること

も基本的な考え方とされていることから、当市の

戦略策定においても、この考え方を基本として、

人口減少や地域経済縮小を克服し、この地域の創
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生に向けしっかりと取り組んでまいりたいと考え

ております。

投票率向上についてのご質問は、選挙管理委員

会からの答弁となります。

〇議長（山本留義） 選挙管理委員会委員長。

（畑中政勝選挙管理委員会委員長

登壇）

〇選挙管理委員会委員長（畑中政勝） 白井議員の

投票率向上についてのご質問にお答えいたしま

す。

質問の１点目、投票率向上の施策についてと、

３点目の期日前投票所の設置については関連があ

りますので、一括で答弁させていただきます。

なお、今定例会の一般質問２日目の池議員か

らも同様のご質問を受けてお答えしており、一部

重複する部分がありますことをご理解賜りたいと

存じます。

議員ご指摘のとおり、本県における各選挙での

投票率の低迷については、５回にわたる特集での

新聞報道は記憶に新しいところであり、全国最下

位という認識を新たにしたところでございます。

まず、投票率向上に向けた一番の課題は国民の

一人一人が選挙制度を正しく理解し、政治や選挙

に関心を持ち、候補者の人物や政見、政党の政策

を正確に見る目を備え、全有権者が大切な１票を

無駄にしないで投票していただくことが理想と思

、 。っておりますが 現実には難しいものがあります

、 、したがいまして 選挙管理委員会としましては

一人でも多くの有権者の方々に投票行動をしてい

ただき、多くの国民が政治に参画することで国民

の意思が反映された民主政治がつくり上げられる

ものと思っておりますし、ひいては投票率向上も

図られるものと考えておりますので、棄権するこ

とのないよう、これまで以上に啓発活動を通じた

投票呼びかけを図ってまいりたいと考えておりま

す。

また、青森県選挙管理委員会では、これらの背

景を契機として、危機感を持ってどのような施策

ができるのか検討しているようでございまして、

去る２月26日、青森市で開催した青森県議会議員

一般選挙における選挙管理委員長並びに事務局の

担当者説明会の席上、県選挙管理委員長から出前

講座などの選挙啓発に関する取り組みや明るい選

挙推進協議会の活動活性化、また、大型商業施設

などへの期日前投票所の設置など投票率向上に向

けた取り組みへの要請がなされたところでありま

す。

この中では、特に期日前投票に関しては市町村

選挙管理委員会とともに現地施設の訪問などを行

い、具体的な実務的課題の検討に当たり、情報提

供や助言を行っていくとのことであります。

なお、期日前投票所設置につきましては、地域

活性化を目指す若年層グループからも施設の要請

がなされておりますが、当選挙管理委員会といた

しましては、県選挙管理委員会の動向を見定めな

がら、場所の選定や二重投票の防止などセキュリ

ティの問題などなどクリアしなければならない問

題もありますので、一つ一つ整理し、実現に向け

た研究をしていくことが投票率向上の一つの施策

になるものと考えておりますので、ご理解賜りた

いと存じます。

２点目の明るい選挙推進協議会について、活動

はどのようになっているかとのご質問にお答えい

。 、 、たします まず むつ市明るい選挙推進協議会は

民主政治の健全な発展に寄与するため、明るい選

挙推進運動に当たり選挙人の協力を結集し、もっ

て明るい選挙の実現を図ることを目的に明るい選

挙推進に関する調査研究及び企画や、明るい選挙

推進に関する啓発、宣伝などの事業を行うため、

むつ市連合婦人会、むつ青年会議所やむつ商工会

議所など各種団体からの推薦をいただき、現在会

員55名をもってボランティアとして組織され活動
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していただいているところであります。

これまでの主な活動といたしましては、市や県

が主催する各種の出前講座や研修会への参加、昨

年は突然でありましたが、むつ市長選挙と衆議院

議員総選挙時における臨時啓発活動として市内ス

ーパー７店舗の店頭においてメッセージ入りの付

箋紙やポケットティッシュの配布とともに、投票

の呼びかけなど街頭活動や期日前投票所における

投票立会人としてご協力いただいております。

また、学校教育と連携した啓発活動として、明

るい選挙啓発ポスターコンクールへの参加を市内

小・中学校へ依頼するなどのほか、議員が壇上で

ご紹介のように、２月９日には大平小学校６学年

３クラスで選挙出前講座による模擬投票の実施、

さらには１月11日開催のむつ市成人式に合わせ、

初めての試みとして成人式模擬選挙を実施するな

ど各種の啓発活動を行っているところであります

ので、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（山本留義） 総務政策部長。

〇総務政策部長（伊藤道郎） 市長答弁に補足させ

ていただきます。

、 、むつ市内の小学校 中学校の教室数については

教育委員会のほうから確認しておりますが、小学

校13校では部屋数205室のうち普通教室が119室、

特別支援教室が30室、さらに理解や習熟の程度な

どに応じて学習を進める習熟度別学習室等が56室

となっております。また、中学校９校では部屋数

107室のうち普通教室が59室、特別支援教室が

、 。18室 習熟度別学習室等が30室となっております

以上でございます。

〇議長（山本留義） 25番。

〇25番（白井二郎） 再質問をいたしたいと思いま

す。前後が変わるかもと思いますが、よろしくご

答弁のほどお願い申し上げます。

まず最初に、選挙管理委員会のほうからお聞き

したいのですが、先ほど答弁あったとおり、東奥

日報のほうで５回ですか、６回にわたってこの件

をいろいろ報道されておりました。私もそれを見

まして、大変心配になったわけでございます。そ

、 、れで 今回の質問になったわけでございますので

ご理解を願いたいと思います。

まず、先般県のほうでは、高等学校のほうは県

のほうでいろいろ手だてをするということで、小

・中学校のほうは各自治体の選挙管理委員会でお

願いしたいという旨をたしか見たわけなのです

が、それでもって当然それは県と協力し合ってや

、 。ると思いますが それを拡大する考えはないのか

というのは、先ほど私が申し上げたとおり、18歳

まで引き下がるわけです。ということは、小学校

からでなく幼稚園の高学年、大きいほうからでも

ちょっと選挙に対して一つの場を与えるというこ

とを考えているのか、まずその点をお伺いしたい

と思います。

〇議長（山本留義） 選挙管理委員会委員長。

〇選挙管理委員会委員長（畑中政勝） お答えいた

します。

県選挙管理委員会では、各学校と連携を図りな

がら、教育の枠組みの中で将来の有権者である児

童・生徒に対して、選挙の重要性を学習し、政治

や選挙の関心を高めていただくということが趣旨

でございます。当委員会では、県の選挙管理委員

会と同様の趣旨で行いますが、幼稚園並びに保育

所の年長者までということにつきましては、まず

はこれから学校の中を先に行っていくわけですけ

れども、今後県と他市の動向を見きわめながら、

県と相談しながら、今後のことについてというこ

とで研究してまいりたいと思います。

〇議長（山本留義） 25番。

〇25番（白井二郎） わかりました。一回にやれと

いっても、到底私も無理だと思っています。とい

うのは、やはりこういうのは継続的に子供の時代

から、選挙は大切なのだよということを植えつけ
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るのが大切だと私は思っていますので、ぜひ私が

今話ししたことを今後参考にして、何とか学校の

ほう、幼稚園、保育園のほうまで拡大するようお

願い申し上げます。

それから、市町村の明るい選挙推進協議会の件

でございますが、先ほどの答弁ではボランティア

の方がやっているということでございますので、

ボランティアということは恐らく無料で協力して

いるということだと思っています。

ただ、ちょっとこれも新聞に書いていただけな

のですが、基本的にこの明るい選挙推進協議会の

活動の顔が見えないということも書いていました

ので、今後その辺のことをどのように考えていま

すでしょうか。

〇議長（山本留義） 選挙管理委員会委員長。

〇選挙管理委員会委員長（畑中政勝） 先ほど壇上

でも申し上げましたように、明るい選挙推進協議

会はあくまでもボランティアでございます。選挙

管理委員会とタイアップして、お願いをして、い

わゆる明るい選挙推進協議会の中には各種の出前

講座の研修への参加や選挙時の臨時啓発など、選

挙時においてスーパー前の呼びかけとか、ティッ

シュペーパーなどを配布しながら、投票をお願い

しますと個々にお願いしているわけで、これもあ

くまでもボランティアでやっているわけで、そし

てその他の活動としては、先ほど壇上で申し上げ

ましたように、明るい選挙推進協議会の活動につ

いては目的が明示されております。そして、活動

そのものがかなり地味な活動でございます。明る

い選挙推進のために協力して特にやっているの

は、期日前の立会人とか選挙時においての立会人

とか、そもそも活動そのものは目立つような存在

でないわけで、それで今までの当選挙管理委員会

としても、今後ともボランティア活動としていた

だいて、選挙における啓発活動にご協力を願うと

ともに、明るい選挙推進協議会の活動については

各会員に改めて選挙管理委員会としてはあらわし

ております。あくまでも明るい選挙推進協議会の

活動がなければ、街頭とかそういうのはなかなか

難しいわけで、そのボランティアを今後ともお願

いしていたいと、そのように思っております。

以上です。

〇議長（山本留義） 25番。

〇25番（白井二郎） わかりました。私はボランテ

ィアでやっている方に対して、やっぱり敬意を表

しているわけでございますので、なるべくそうい

う記事にならないように、いろいろ今後努めても

らいたいと思っています。

そこでなのですが、青森県の六戸町では、町議

会選挙を電子投票で今回行う予定で何か３回目な

そうです。それでもって、六戸町の吉田町長さん

ですが、ちょっとコメントしているのですが、タ

ッチパネルを使って電子投票を実施しているとい

うことでございます。メリット、デメリットとい

うのは当然あるわけなのですが、メリットといた

しましては、開票の時間が大変短縮されるという

こと、そしてまた無効投票がないということが利

点であると述べていました。いろいろ機械の操作

ですので、年いった方に合うか合わないか、また

その辺も今後検討することになるとは思います

が、やはりむつ市の選挙をやっても開票が大分、

、 、範囲が広いせいもありまして 開票の終了が11時

12時になるわけでございますので、その辺も踏ま

えまして、この電子投票の実施などをどのように

考えていますでしょうか。

〇議長（山本留義） 選挙管理委員会事務局長。

〇選挙管理委員会事務局長（舘 健二） 電子投票

実施の考えについてお答えいたします。

電子投票のメリットにつきましては、先ほど議

員おっしゃられたとおり、開票時間の短縮や無効

票が出ないなど挙げられ、平成13年に地方公共団

体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式
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投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法

、 、律が制定され 翌２月１日から施行となっており

これまで全国では10の市町村で実施したようであ

りますが、既に４自治体が撤退したとの記事もあ

ります。メリットの反面、不在者投票制度を利用

しての投票や、県並びに国政選挙での実施例は見

られず、今まで同様自書式での投票が主となって

おります。

総務省の発表データでは、電子投票のみの開票

時間は、各市町村の有権者数にもよると考えます

が、おおむね20分から30分、不在者投票を含める

と１時間から２時間程度の開票となっておりま

す。

導入するとなりますと、新たな電子媒体、タッ

チパネルの購入経費など、設備投資が必要となる

ほか、現在市町村の議会の議員及び長の選挙に限

られることになりますことから、現段階での導入

は慎重に対応しなければならないものと考えてお

りますので、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（山本留義） 25番。

〇25番（白井二郎） この電子投票なのですが、や

はりいろいろな問題は私もあると思っています。

でも経費の問題も当然あるわけでございますが、

やっぱり対応をすぐでなくても、これは今の時代

にそぐった投票の形だとも私は感じております。

ぜひ今後とも選挙管理委員会におかれましては、

大分職員の人数も少ない中でいろいろ対応してい

、 、るようでございますが 今後ともこの件も含めて

検討するのでなく、前向きに進めてもらいたいと

思っています。

続きましては、市税のほうの再質問をいたした

いと思います。市長のほうから答弁がありました

が、現在コンビニでは軽自動車税しか納付できな

いのですが、それを拡大する考えがありますでし

ょうか。

〇議長（山本留義） 市長。

（ ） 、〇市長 宮下宗一郎 この収納に関してのやり方

これ拡充する考えはないかということであります

けれども、やはりこれは私、適切にそういうニー

ズがあるのかどうかということを把握をするのが

先決だというふうに思っています。例えば白井議

員は、ことし１年間でクレジットで、インターネ

ットでお買い物を何回されたでしょうか。いや、

、 。 。質問ではなくて この場で １回かされましたか

（ しました、何回もあります」「

の声あり）

〇市長（宮下宗一郎） そういう方が市内に多いと

いうような形が我々も把握できれば、これはクレ

ジット収納というか、納税に関して幅を広げてい

くということは考える必要があるということだと

思っておりますけれども、そういった市内の状況

というものも今の時点では把握しておりませんの

で、なかなか今すぐに踏み込むということは現時

点では考えておりません。

〇議長（山本留義） 25番。

（ ） 、〇25番 白井二郎 何か私の質問が悪かったのか

私は今クレジットでなく、コンビニのほうを聞い

ているわけです。コンビニは、今軽自動車税しか

納付できないわけです。それを市民税とか都市計

画税とかというのに拡大する気があるのかという

ことを聞いているわけです。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 失礼しました。現時点では

ありません。

〇25番（白井二郎） ありませんということは、今

後検討する課題……

〇議長（山本留義） 白井二郎議員、指名してから

発言してください。25番。

〇25番（白井二郎） 検討する気はあるのですか。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

そういったニーズがあるかどうか、しっかりそ
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のニーズを把握して、必要なことであるというふ

うな形がわかれば検討するという段階になると思

います。

〇議長（山本留義） 25番。

〇25番（白井二郎） 先ほど市長は、クレジットカ

ードのほうを言っていますが、納付についてです

が、当然経費はかかるわけです。志木市では、初

年度は無料でございました。でも好評なものです

から、物すごく件数がふえたわけです。先ほど申

し上げたとおり、大分件数があるわけです。それ

でもって来年度から手数料を段階的に金額によっ

て設定したのを徴するということになります。田

舎と都会とは全然考え方は違うと思いますが、や

はり便利さです、こういうのは。経費がかかるか

ら、これはできないとか、やっぱり納税する方の

利便性を私は一番先に考えるべきだと思います

が、その辺のところをどのように考えております

でしょうか。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

納税する方の利便性を向上させるということに

関しては、私も同意見でございます。さらに言え

ば、これからこの対策をして最も収納していただ

きたいのは、まさに今税金を払われていない方だ

ということだと思います。この税金を払っていた

だいていない方がクレジット収納なりコンビニ収

納なりにしてやってくれるかということの因果関

係が、やはりなかなか難しいのではないかという

ふうに考えておりますので、どういった形での、

何を求めてのクレジット収納あるいはコンビニ収

納かということを考えたうえで、研究したうえで

導入に向けての検討が進められていくものだとい

うふうに考えています。

〇議長（山本留義） 25番。

〇25番（白井二郎） くしくも市長が滞納者の件を

話しましたが、これから質問しようとしたわけな

のですが、今年度の滞納件数と滞納金額を、でき

ましたら、わかっておりましたらお知らせ願いた

いのですが。

〇議長（山本留義） 財務部長。

〇財務部長（石野 了） 申しわけございませんけ

れども、今手持ちに資料ございませんので、ご理

解願いたいと思います。

〇議長（山本留義） 済みません、先ほどもありま

したけれども、理事者側とヒアリングしてくださ

れば、そういう話になるのですけれども、そうい

う中で発言を、質疑をしてください。よろしくお

願いします。25番。

〇25番（白井二郎） ただいま議長よりヒアリング

の件言われたのですが、税ですから、税の納付で

すから、私は至って当たり前だと。

（不規則発言あり）

〇25番（白井二郎） うん、当たり前だと思ってい

ます。

〇議長（山本留義） 静粛に。

〇25番（白井二郎） 私は当たり前だと思っていま

す、税の納付で聞いているわけですから。なけれ

ばそれでいいのです、私は。正直言って、ヒアリ

ングのときに言わなかった私が悪いのでしょうか

ら。本当にちょっとがっかりしました。

そこでなのですが、滞納している方に対してど

のような働きかけというか、対応とか、その辺は

わかりますか、どのようにしているか。

〇議長（山本留義） 税務課長。

〇財務部副理事税務課長（赤坂吉千代） お答えい

たします。

滞納者に対する対策についてでありますけれど

も、まず滞納しますと、それまでに督促とか納付

の催促を促すわけなのですけれども、それにも応

じないという場合は財産調査で給与なり預金とか

調査をして差し押さえするという手続を踏んでい

ます。ただ、一概にそれやっているわけではなく
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て、あくまでも滞納に至った理由などを聞き取っ

たうえで、それらに応じない悪質と見られる方に

ついてのみ差し押さえという形で対策を講じてお

ります。

〇議長（山本留義） 25番。

〇25番（白井二郎） それは十分私も認識しており

ます。当然電話なり、職員が伺うか伺わないかち

ょっと定かでない。最終的には当然そのような形

になるわけで。ただ、私は最後のほうでお話しし

たいのは、先ほど志木市のクレジットカードの納

付の件も話ししましたが、志木市では民間の会社

の専門オペレーターを活用して、市税等納付のコ

ールセンターを利用しているわけなのですが、そ

のような形で考えていますでしょうか。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 先ほども申し上げましたと

おり、クレジット収納の検討というのは、やはり

そういったことのニーズが高いかどうかというこ

とを把握したうえでやるということですので、現

時点でそのような検討はしておりません。

（ コールセンター、民間会社の」「

の声あり）

〇市長（宮下宗一郎） ですから、そういったこと

も今検討はしておりません。

〇議長（山本留義） 25番。

〇25番（白井二郎） わかりました。

それでは、都市計画税について再質問をいたし

ます。冒頭私壇上からもお話ししましたが、前市

長の宮下順一郎様にもこの件でお聞きいたしまし

た。

私はなぜこれにこだわっているかといえば、や

はり理不尽であるというのが１点であります。税

は市民平等にかけるものが普通だと私は思ってい

ます。私はです、皆さんはどうかわかりませんけ

れども。ですから、やはりいろんな面で今後議論

しなければならない問題だと私は基本的に思って

います。

法的には何ら問題がないのは十分私も認識して

おります ただ 町 がつく市民に対して 50年。 、「 」 、

近くも課税しております。その辺をどのように考

えていますでしょうか。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

先ほども答弁の中で申し上げたとおり、これな

かなか都市計画税は目的税といいながらも、受益

と負担の関係が１対１で合致しないということな

のだというふうには理解しているものの、この都

市計画区域内の住居表示区域というのは、これは

まちの中でも集中的に都市整備というか、インフ

ラ整備が行われているエリアでありまして、そう

いう意味では今後も先ほどご紹介したとおり、横

迎町中央２号線道路整備等行われるエリアであり

ますので、そういった方々からご負担をいただく

ということだと私は認識しております。

〇議長（山本留義） 25番。

〇25番（白井二郎） 今下北文化会館から、本来で

あればこれ大平のほうまで延びる予定を中央でと

どめたわけなのですが、ただこの道路、都市計画

道路であっても、最終的には皆さんが利用する道

路なのですよね、はっきり言って。そしてまた、

先ほど市長が壇上で話ししていました、昨年度１

億五、六千万円の都市計画税を収納、皆さんが、

この方たちが納めているわけです。下水道のほう

に恐らく大部分回っていると思っています。何回

か私質疑をしたことがあるのですが、多分憶測で

すので、数字述べれば、間違っていればあれなの

で言いませんけれども、恐らく半分以上行ってい

るのではないかと。

というのは、都市計画であっても、基本的にこ

の都市計画税を賦課したときには下水道というの

はやっていないわけです、基本的に。そして、都

市計画を進めてきたと。そして、途中から下水道
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計画を、ああこれも都市計画になるのだというこ

とで、恐らくそれでもって都市計画、下水道のほ

うに回っている可能性もあるわけです。私が住ん

でいる横迎町、歩道もありません。道路の側溝が

学校に行く歩道です。そういう都市計画を進めて

いくのであれば、税を幾らでも、私は市民も理解

してくれると思っています。

また、冒頭壇上で話したとおり、合併から10年

たちました。当然都市計画があるのはむつ地区と

大畑地区です。川内、脇野沢地区は都市計画があ

りません。でも今後の10年先、20年先を考えるに

おいても、なくても都市計画は当然必要だと私は

認識しているわけです。そういうことを考えるに

おいて、この都市計画税そのものを基本的に考え

ると、それが肝要だと私は思っていますので、そ

の辺を含んでご答弁をよろしくお願いします。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

質問の前段で道路をつくっても、それはみんな

が使うものではないかというようなことでありま

、 。したけれども それは当然そのとおりであります

ただ、利用頻度が高いのは、やはりその周辺に住

む方々だということでも考えられますし、その他

のインフラ、公園にしても、そういったことが私

は言えるのではないかというふうに考えていま

す。したがいまして、都市計画税そのものの正当

性というものは、いまだなおこの住居表示区域内

においてやるということは正当性はあるものとい

うふうに認識しておりますが、ただこれまでの議

論の中でも白井議員がおっしゃっていただいたよ

うな問題意識をお持ちの方は多いですし、市内に

はそう思っている方も多いということであります

ので、今後時間をかけて検討をさせていただきた

いというふうに考えております。

〇議長（山本留義） 25番。

〇25番（白井二郎） 時間ですので、本当はもっと

違うほうにおいて、まちづくりなどお話ししたか

ったのですが、ぜひ最後に一言だけ言わせていた

だきます。

岩手県の遠野市の件なのですが、市民、行政が

一体となってやっているわけなのです。やはり一

、 。人でも多く移住 交流を進めなければならないと

そのためには魅力あるまちづくりといいますか。

、 、やっぱり向こうのほうは 都会でもどこからでも

むつ市にやっぱり住みたいのだ、暮らしたいのだ

と、生活したいのだという環境をぜひ市長は、私

は今67歳、今度68歳になりますが、市長はまだ三

十五、六で、私の倍生きると思いますので、市長

にこのむつ市のまちづくりをかけたいと思います

ので、最後に一言だけ、この……

〇議長（山本留義） だめだめ。

〇25番（白井二郎） だめですか。では、この辺で

一般質問を終わらせていただきます。どうもあり

がとうございました。

〇議長（山本留義） これで、白井二郎議員の質問

を終わります。

◎散会の宣告

〇議長（山本留義） 以上で本日の日程は全部終わ

りました。

なお、明３月12日は議案質疑、委員会付託、一

部採決を行います。

本日はこれで散会いたします。

午後 ２時２２分 散会
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